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医療介護総合確保促進法に基づく
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１．計画の基本的事項[image: ]
(1) 計画の基本的な考え方
	【大阪府の現状と課題】

○団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据え、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築に向け医療と介護が連携した医療体制の充実が求められる。


《地域医療構想（病床機能分化・連携）の推進》

○2025年の1日当たりの入院医療需要は、「高度急性期」は8,842人/日、「急性期」は27,335人/日、「回復期」は28,228人/日、「慢性期」は21,411人/日となる見込みであり、いずれの病床機能も2030年頃まで増加することが見込まれている。

○病床数の必要量は2025年に101,474床となり、2030年頃まで増加することが見込まれる。中でも特に回復期の必要量の割合が増加する見込みであり、需要増加に応じた病床機能の確保が必要。
病床機能ごとの病床数の必要量の見込み（総計）
病床機能ごとの医療需要の見込み（総計）


[image: ]　　　　[image: ]

《在宅医療の充実と医療人材の確保》

○在宅医療需要についても、病床の医療需要と同じく2030年頃をピークに、今後増加することが予想されている。

○訪問診療による医療需要は、高齢化に伴う需要予測（117,419人/日）に加え、地域医療構想の実現に向けた病床機能分化・連携を進める中で生じる需要を含めた132,417人/日と推計される。

○また、高齢者の増加のみでなく、がん、精神、小児、難病等個別疾患への対応や、緩和ケア、口腔の健康管理、服薬・栄養管理、褥瘡等への対応が必要。


○可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療の供給量を確保するとともに、入退院支援から看取りまでの体制の構築が必要であり、在宅患者の急変時の受入体制の確保や、円滑な在宅復帰を支える人材・機能の確保が必要。


《勤務医の労働時間短縮》

○令和元年度の厚生労働省の調査によると、年の時間外労働時間が960時間を超える病院勤務医は全体の約４割、1860時間を超える病院勤務医は全体の約１割である。

○また、令和５年度の府の調査によると、府内における病院勤務医の月当たりの時間外労働時間が80 時間を超える医師がいる病院は、約２割である。

○医師の時間外・休日労働時間の上限規制等に対応し、医師の健康を守るとともに、安全で質の高い地域医療を提供するため、医師の労働時間短縮を強力に進めていく必要があることから、勤務医の働き方改革の推進の取組を進める。

《介護施設等の整備と介護従事者の確保》

○大阪府では、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025年まで後期高齢者の増加が顕著であり、また団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 2040年に向けて高齢者数の増加が続く見込みとなっている。

○65歳以上人口に占める要介護認定率は、年齢調整後で 23.1％（令和３年度）であり、47都道府県で最も高く、全国平均の 18.9%より 4.2 ポイント高くなっている。特に、要支援１の割合が 4.2%と高く、全国の 2.7%に比べて 1.5 ポイント高くなっている。

○認知症の高齢者については、認知症有病者の将来推計を行った場合、2020 年には 39.9 万人であった有病者数が、2030 年には 51.9 万人（高齢者の 5 人に 1 人以上（21.１%））、2040 年には 53.1 万人になると予測され、2020 年からの20年間で約 13 万人増加することが見込まれる。

○大阪府の介護人材における需給ギャップは2030年に約40,654人と予想されており、今後も介護需要の増加が見込まれる。

介護職員の確保目標　　　   　　　　　          　　　　　　 　　（人）
	
	介護職員数
（需要推計）
	介護職員数
（供給推計）
	介護職員数
（需要と供給の差）

	2026年
	215,481
	191,186
	24,294

	2030年
	228,788
	188,134
	40,654


（出典）大阪府高齢者計画2024（大阪府高齢者福祉計画、介護保険事業支援計画、介護給付適正化計画及び大阪府認知症施策推進計画）
○増加する高齢者とそのニーズ等に対応するため、介護施設等の整備や介護従事者の確保・資質向上等が必要。

【本計画策定の目的】
○「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」に向けた、病床の機能分化・連携、在宅
医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善、勤務医の労働時間短縮
等の必要な施策について地域医療介護総合確保基金を活用し、取り組んでいく。


介護記載分




(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定
	○大阪府における医療介護総合確保区域については、以下の8区域とする。
☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ
□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる（異なる理由：　　　　　　　　　　）
大阪府の医療介護総合確保区域の概況


	区域
	区域構成市町村
	人口
	面積
	人口密度

	
	
	（人）
	（km2）
	（人/km2）

	豊能
	豊中市、池田市、吹田市、箕面市、豊能町、能勢町
	1,059,333
	276
	3,838

	三島
	摂津市、茨木市、高槻市、島本町
	756,035
	213
	3,549

	北河内
	枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、四條畷市、交野市
	1,112,555
	177
	6,286

	中河内
	東大阪市、八尾市、柏原市
	810,541
	129
	6,283

	南河内
	松原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、
大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤阪村
	572,201
	290
	1,973

	堺市
	堺市
	806,263
	150
	5,381

	泉州
	和泉市、泉大津市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
	859,164
	445
	1,931

	大阪市
	大阪市
	2,795,562
	225
	12,406


出典　面積：国土地理院（令和6年7月1日現在）
人口：大阪府統計課（令和6年12月1日現在）
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(3) 計画の目標の設定等
	１．目標
＜医療分野＞

1 -１地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標
（事業区分Ⅰ－１）
○大阪府地域医療構想での推計に基づき、現在の病床機能を2025年病床数の必要量の機能区分ごとの割合（高度急性期11.6％、急性期34.5％、回復期30.9％、慢性期22.9％）に近づけるため、特に、将来過剰が見込まれる急性期機能病床等から不足が見込まれる回復期機能病床への転換を促進する。

　【主な目標値】
　・「回復期」病床への機能転換数　296床（Ｒ６）
　・入退院支援加算を算定している病院・診療所の増加
　　令和５年度：280か所　⇒　令和６年度：281か所以上
　・機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％）
　　令和４年度：高度急性期16.6 急性期40.5 回復期14.2 慢性期27.4 休棟等1.3
　　⇒令和６年度：高度急性期16.5以下 急性期40.4以下 回復期14.3以上 慢性期27.3以下
　・高度急性期・急性期病床数の適正化
　　令和４年度：50,174床　⇒　令和６年度：50,173床以下
　
1 -２地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標
（事業区分Ⅰ-２）
○地域医療構想調整会議の合意を踏まえ自主的に病床数を減少する医療機関に対し財政支援することにより、地域医療構想の実現に向けた取組みの促進を図る。

【主な目標値】
・基金を活用して再編を行う医療機関及び病床機能毎の病床数（令和６年度以降）
医療機関数　７医療機関
高度急性期病床　1133床➝512床
急性期病床　1195床➝1374床
回復期病床　28床➝82床
慢性期　　　101床➝60床
休棟病床　　128床➝０床

② 居宅等における医療の提供に関する目標（事業区分Ⅱ）
○今後見込まれる在宅での医療・介護ニーズの増加・多様化に対応するため、在宅医療の従事に必要となる知識・技能の習得やこれらの維持・向上を図る研修と、医療機関間の連携体制の構築を図る。

【主な目標値】
・訪問診療の実施件数の増加
　平成29年度119,787件　⇒　令和６年度166,249件
・在宅患者調剤加算薬局数の増加　
　　　令和５度：2,463件　⇒　令和６年度：2,503件以上
　・精神病床における１年以上の長期入院の減少
　　　令和３年度：9,062人　⇒　令和６年度：8,530人
　・医療型短期入所受入利用日数の増加
　　　令和元年度：4,311日　⇒　令和６年度末：10,636日


③ 医療従事者の確保に関する目標（事業区分Ⅳ）
○令和２年の大阪府における届出医師数は26,431人で、平成30年に比べ879人（3.4％）増加し、府全体の人口10万対の医師数は299.2で全国平均（269.4）を上回る。しかしながら、府内でも地域別に偏在があり、北河内、中河内、堺市、泉州医療圏で全国平均を下回っている。そこで、府全体の医師数増及び、地域や診療科による医師の偏在解消に取り組む。
○また、看護師等の医療従事者の就労環境を改善し、安定した質の高い医療提供体制の確保に取り組む。

【主な目標値】
・府内医師数　令和２年度：26,431人　⇒　令和６年度：26,432人以上
・地域枠医師派遣先病院の支援率　⇒100％（令和６年度）
　・大阪府の看護職員離職率の低下
　　　令和４年度：14.3％　⇒　令和６年度：14.2％以下　
・府が定める医師不足診療科や医師不足地域への派遣医師数
　　令和６年度当初：26名　⇒　令和６年度末：27名
・府内所定の診療科や施設（個票No,27記載）への就業者数
　　令和５年度末：25人　⇒　令和６年度末：38人（累計）
・手当支給施設の産科・産婦人科医数　
令和５年度：723人　⇒　令和６年度：724人以上
・府内の女性医師の就業率　　　　　　　　　　⇒　99％以上（令和６年度）
・研修実施医療機関の新人看護職員の離職率　　⇒　12.2％未満（令和６年度）
・看護師養成所における専任教員充足率　　　　⇒　100％（令和６年度）
・看護師養成数　　　　　　　　　　　　　　　⇒　5,000人（令和６年度）
　・潜在看護師の再就業率増加　　　　　令和４年度：46.8％　⇒　令和６年度：47.0％
　・府内の小児死亡率（１～14歳）　　　　　　　⇒　令和６年度：7.6未満（10万対）
　・小児拠点医療機関の小児科医指数　
令和３年度：666人　⇒　令和６年度：667人以上

④勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する目標（事業区分Ⅵ）
○令和６年４月から医師に対する時間外・休日労働時間の上限規制の適用が開始され、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めるため、チーム医療の推進やICT等による業務改革を通じた医療機関全体の効率化、勤務環境改善等に取り組む。
【主な目標値】
・医師労働時間短縮計画における時間外・休日労働時間が減少した対象医師の
割合の増加


＜介護分野＞

① 介護施設等の整備に関する目標（事業区分Ⅲ）
○高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。

【主な目標値】
〇「大阪府高齢者計画」（第９期計画）において定めた数の介護施設等を整備する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （令和6年度）→（令和8年度）
　・地域密着型特別養護老人ホーム 　 　　4,308床 → 4,725床
　・認知症高齢者グループホーム　       12,808床 → 13,443床
・小規模多機能型居宅介護事業所　  　3,812人／月 → 4,210人／月（サービス量）
・看護小規模多機能型居宅介護事業所  1,467人／月→ 1,758人／月（サービス量）
〇介護施設等において居住環境改善のための改修を行う。（整備予定26か所）
〇介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染対策
を行う。（整備予定336か所）
〇介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備する。（整備予定5か所）

② 介護従事者の確保に関する目標（事業区分Ⅴ）
○大阪府の介護人材の受給推計における需給ギャップは2030年には約40,654人とされている。そこで、「参入促進」「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」の３つの柱で、2030年に向けた介護職員の確保について取り組む。

介護職員の確保目標　　　   　　　　　          　　　　　　 　　（人）
	
	介護職員数
（需要推計）
	介護職員数
（供給推計）
	介護職員数
（需要と供給の差）

	2026年
	215,481
	191,186
	24,294

	2030年
	228,788
	188,134
	40,654


（出典）大阪府高齢者計画2024（大阪府高齢者福祉計画、介護保険事業支援計画、介護給付適正化計画及び大阪府認知症施策推進計画）

　【主な目標値】
（参入促進）
〇若い世代を中心に介護職の魅力発信
・介護職のインターンシップに参加する高校生、大学1・2年生100人以上
〇府域での安定した介護従事者の確保・育成に向けた支援体制の構築
・ハローワークとの連携による相談会やセミナー：30回
・就職フェアの開催：１回、合同面接会の開催：４回
〇介護周辺業務を担う介護助手導入支援
・介護助手の就職者100人
　〇他分野からの参入や若者の参入促進のための貸付
・福祉系高校修学資金貸付114人、介護分野就職支援金貸付事業70人
（資質向上）
　〇介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修等を実施
・受講人数 2,000人
〇民間社会福祉施設・事業所職員の知識・資質向上・スキルアップ等及び
優れた人材確保・育成・定着促進を図るための研修を実施
・受講人数10,000人
〇資格を有しながら福祉・介護分野に就業していない介護福祉士等に対し、
知識・技術の再確認・再習得のための研修と再就業に向けた支援を実施
・研修参加者100人
　〇認知症ケア人材養成のための研修を実施
・研修受講者数　約4,480人
　〇介護予防の推進に資する指導者等養成研修会等の開催
　　・専門職の養成：リハビリ専門職200名、管理栄養士・歯科衛生士200名
・生活課題アセスメント訪問指導者養成：入門コース30名、実践コース30名
〇市民後見人の養成及び継続的に後見活動をサポートする専門的支援の体制整備・実施
・市民後見人の受任者数（累計）　R5年度末:508人⇒R6年度末:539人
・市民後見人養成等に参画する市町村数　R5年度：23市町⇒R6年度：全市町村
（労働環境・処遇の改善）
　〇介護現場の生産性向上
　　・介護ロボット等の機器展示　来場者数7,427名
・介護ロボット等の試用貸出　32件

２．計画期間
　令和６年４月１日～令和８年３月31日

３．医療介護総合確保区域毎の目標の設定
○大阪府がめざす状態（目標）は、各医療介護総合確保区域共通であり、各区域の特性や状況に応じて、取組みを進めていく。



(4) 目標の達成状況
	別紙1「事後評価」のとおり。





２．事業の評価方法[image: ]
(1) 関係者からの意見聴取の方法
	○毎年度、事業毎に成果指標と目標指標を設定し、以下のとおり事業のＰＤＣＡサイクルを着実に実践することで、社会情勢の変化や地域の実情に応じた事業を構築していく。

○令和６年度　意見聴取を予定している附属機関
＜医療分野＞
・医療審議会：１回/府全域
・在宅医療推進部会：1～2回/区域
・在宅医療懇話会：1～2回/区域
　・事務的な打合せは各関係団体とも随時実施

＜介護分野＞
・大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会：1回
・外国人介護人材適正受入れ推進連絡会議：1回
・地域介護人材確保連絡会議：12回／6区域
・事務打合せは各関係団体とも随時実施





(2) 事後評価の方法
	○計画の事後評価にあたっては、医療分野においては医療関係各団体、市町村等で構成される大阪府医療審議会、あるいは区域ごとの医療体制について協議する大阪府保健医療協議会等の意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて次期計画策定時に評価内容を反映すること等により計画を推進していく。

○介護分野においては、各介護関係団体等で構成される大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会や大阪府外国人人材適正受入推進連絡会議、あるいは府内関係市町村等の意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて次期計画策定時に評価内容を反映すること等により計画を推進していく。





３．計画に基づき実施する事業
 事業区分１－１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は
　　　　　　 　　設備の整備に関する事業
事業区分１－２：地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は
病床数の変更に関する事業
 事業区分２　　：居宅等における医療の提供に関する事業
 事業区分４　　：医療従事者の確保に関する事業
事業区分６　　：勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
[image: ]
(1) 事業の内容等
	事業の区分
	１－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
	標準事業例
	５

	事業名
	No
	１
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
2,938,264千円

	
	病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	府内各病院

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合（高度急性期11.6％、急性期34.5％、回復期30.9％、慢性期22.9％）に近づけていく取組みが必要。

	
	アウトカム指標
	「回復期」病床への機能転換数　296床（Ｒ６）

	事業の内容
	①「急性期」または「慢性期」病床等から地域包括ケア病床等への転換や過剰病床削減にかかる改修等を行う府内の医療機関に対する補助。
②地域医療構想の達成に向けた施設整備の一環として患者の療養環境及び患者サービスの向上等に係る新築等を行う府内の医療機関に対する補助。

	アウトプット指標
	①整備対象：10病院
②整備対象：２病院

	アウトカムとアウトプットの関連
	①「急性期」または「慢性期」病床等から「回復期」への病床転換等を促進することにより、府内における病床機能の適正化を図る。
②整備対象となる整備区域の許可病床数を10％以上減床することにより、府内における病床機能の適正化を図る。

	地域医療構想の関係性及びスケジュール（注１）
	地域医療構想の達成に向けた「急性期」または「慢性期」病床等から「回復期」への病床転換に関する転換準備経費（人件費）や病床削減に対する促進支援事業を令和６年４月より実施する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
2,938,264
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
837,309
	うち過年度残額
(千円)
837,309

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
418,654
	うち過年度残額
(千円)
418,654

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
1,255,963
	うち過年度残額
(千円)
1,255,963

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
1,682,301
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注２）
	公
	(千円)
112,528
	うち過年度残額
(千円)
112,528

	
	
	民
	(千円)
724,781
	うち過年度残額
(千円)
724,781

	
	
	
	うち受託事業等（注３）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。




	事業の区分
	１－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
	標準事業例
	５

	事業名
	No
	２
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
1,159,806千円

	
	地域医療連携体制強化事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療機関、大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	病床機能分化・連携のためには、患者が安心して転退院できるように入退院調整や急変時の往診対応等を円滑に行うことができる医療連携の体制構築が必要。

	
	アウトカム指標
	入退院支援加算を算定している病院・診療所数の増加
R5年度：280か所→R6年度：281か所以上（現状より増加）

	事業の内容
	在宅患者の退院調整や急変時の入院受入整備等に資する病院との医療連携体制の運営に係る人件費（調整等を図るための人員雇用分等）や会議、研修、診療所間や多職種間の連携システム導入等の初期経費などに対する支援を行う。

	アウトプット指標
	連携システム導入等支援数：1か所以上
（R5累計：51か所　→　R6累計：52か所以上）

	アウトカムとアウトプットの関連
	診療所間等のネットワーク整備を含めた連携体制を強化することにより、医療機関の円滑な退院調整が可能となり、病床機能の分化・連携を促進する。

	地域医療構想の関係性及びスケジュール（注１）
	2025年までに地域医療構想を達成するためには、医療連携体制を強化し、患者の円滑な転退院を可能とすることによる病床機能の分化・連携の加速が必要。このため、令和6年4月より事業を実施し、在宅患者の入退院調整等に係る経費を支援する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
1,159,806
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
654,750
	うち過年度残額
(千円)
505,690

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
327,375
	うち過年度残額
(千円)
252,845

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
982,125
	うち過年度残額
(千円)
758,535

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
177,681
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注２）
	公
	(千円)
2,090
	うち過年度残額
(千円)
1,614

	
	
	民
	(千円)
652,660
	うち過年度残額
(千円)
504,076

	
	
	
	うち受託事業等（注３）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	１－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
	標準事業例
	１

	事業名
	No
	３
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
40,000千円

	
	地域医療機関連携ネットワーク整備事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療機関

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	地域医療構想を踏まえ、将来不足が見込まれる回復期病床の確保に向けた取組みの促進が必要。

	
	アウトカム指標
	連携ネットワークへの参加医療機関数：20か所（R6）

	事業の内容
	地域の連携拠点となる病院や診療所に対し、診療情報ネットワークの導入に必要な機器整備、システム導入費等の初期経費等を支援する。

	アウトプット指標
	連携ネットワークシステム整備病院数：1か所
（R5累計：43か所　→　R6累計：44か所）

	アウトカムとアウトプットの関連
	病院・診療所間の切れ目のない医療情報連携体制の構築により、円滑な転退院が可能となることで、病床機能分化・連携が加速する。

	地域医療構想の関係性及びスケジュール（注１）
	―

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
40,000
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
13,333
	うち過年度残額
(千円)
13,333

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
6,667
	うち過年度残額
(千円)
6,667

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
20,000
	うち過年度残額
(千円)
20,000

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
20,000
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注２）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
13,333
	うち過年度残額
(千円)
13,333

	
	
	
	うち受託事業等（注３）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	１－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
	標準事業例
	５

	事業名
	No
	４
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
143,874千円

	
	地域看護ネットワーク整備による
医療連携体制強化事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府訪問看護ステーション協会、大阪府看護協会、大阪公立大学

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけるために、地域の医療看護ネットワークを充実させ、患者の転退院を促進し、病床機能の分化・連携を図る必要がある。

	
	アウトカム指標
	機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％）
R4（高度急性期16.6急性期40.5回復期14.2慢性期27.4休棟等1.3）
⇒R6（高度急性期16.5以下 急性期40.4以下 回復期14.3以上 慢性期27.3以下）

	事業の内容
	訪問看護ステーション間や、介護事業所、医療機関等での患者情報共有、医療連携体制の強化を目指すためのICTシステム導入等により、医療連携体制を強化するための訪問看護ステーション充実に加え、ネットワーク構築に資する医療従事者の確保・育成を一体的に取り組む。

	アウトプット指標
	機能強化等した訪問看護事業所数：30事業所（R6）


	アウトカムとアウトプットの関連
	地域における切れ目のない看護連携体制を確立し、患者が安心して転退院できる環境を整え、病床機能の分化・連携を進める。

	地域医療構想の関係性及びスケジュール（注１）
	2025年までに地域医療構想を達成するためには、地域における切れ目のない看護連携体制を確立し、急性期から在宅までの患者の円滑な転退院を可能とする事による病床機能の分化・連携の推進が必要。このため、令和６年度は４月から３月に実施するネットワーク構築を支援する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
143,874
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
82,237
	うち過年度残額
(千円)
38,727

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
41,118
	うち過年度残額
(千円)
19,363

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
123,355
	うち過年度残額
(千円)
58,090

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
20,519
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注２）
	公
	(千円)
3,348
	うち過年度残額
(千円)
1,577

	
	
	民
	(千円)
78,889
	うち過年度残額
(千円)
37,150

	
	
	
	うち受託事業等（注３）
(千円)
1,282
	うち過年度残額
(千円)
604

	備考
	


（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	１－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
	標準事業例
	５

	事業名
	No
	５
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
753,838千円

	
	救急から回復期への病床機能分化促進事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療機関、大阪府（大阪府医師会及びNTTデータ関西へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけていくために、地域における急性期病床の役割を明確にし、機能分化・連携を図る取組みが必要。

	
	アウトカム指標
	高度急性期・急性期病床数の適正化
R4年度：50,174床　→　R6年度：50,173床以下

	事業の内容
	「救急情報収集・集計分析システム」のアップデート等システムの改修を行いつつ、救急患者の受入実態に関するビッグデータの収集、分析等を基に救急告示の認定基準の見直しを行うこと等を通じ、救急搬送から受入後までの一連の医療提供体制の最適化・充実を図る。

	アウトプット指標
	患者情報の入力件数の増加　
510,000件（R1：504,260件→R6：510,000件）

	アウトカムとアウトプットの関連
	患者情報の入力件数の増加・集約により、地域の医療機関毎の役割を明確にし、それを踏まえた急性期病床機能の分化・連携を進める。

	地域医療構想の関係性及びスケジュール（注１）
	2025年までに地域医療構想を達成するためには、地域の医療機関毎の役割を明確にし、救急患者を迅速かつ適切に搬送するための病床機能の分化・連携の推進が必要。このため、令和６年度は４月から３月に実施する一連の医療提供体制の最適化等を支援する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
753,838
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
502,559
	うち過年度残額
(千円)
284,549

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
251,279
	うち過年度残額
(千円)
142,274

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
753,838
	うち過年度残額
(千円)
426,823

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注２）
	公
	(千円)
292,333
	うち過年度残額
(千円)
165,519

	
	
	民
	(千円)
210,226
	うち過年度残額
(千円)
119,030

	
	
	
	うち受託事業等（注３）
(千円)
210,226
	うち過年度残額
(千円)
119,030

	備考
	


注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	１－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
	標準事業例
	３

	事業名
	No
	６
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
488,716千円

	
	がん診療施設設備整備事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療機関、医師会

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	がん患者数が増加する中、患者・家族の苦痛の軽減と質の高い療養生活を送ることができるように、効率的かつ高度ながん医療（手術療法、放射線治療、化学療法、緩和ケア及び相談支援）を提供するとともに、退院後も二次がん等のリスクに適切に対処する体制整備が必要である。

	
	アウトカム指標
	悪性新生物平均在院日数（厚生労働省「患者調査」）
令和2年度：17.8日 ⇒令和6年度：17.8日未満

	事業の内容
	がん診療病院における、効果的ながん治療が可能となるような医療機器の整備や外来化学療法室等の施設の強化への取組み、患者が安心して在宅で緩和ケアを受けることができるような医療・介護連携を進める多職種研修等への取組み、二次がんハイリスク対象者への長期フォローアップ等、入院から在宅への一連の流れを支援することで、がん患者の円滑な在宅移行の仕組みをつくり、病床機能分化を推進する。

	アウトプット指標
	(1) 府内各がん診療病院への整備件数
（R6見込み：がん診療病院20施設）
(2) 多職種連携による医療提供体制強化研修（R6見込み：21回）
(3) 長期フォローアップ実施機関への二次がん予防啓発リーフレットの配布（R6見込み：9施設）

	アウトカムとアウトプットの関連
	がん診療病院における医療提供体制等の強化を行うことで、円滑な在宅移行による入院患者の在院日数の短縮を実現し、病床機能分化を促進する。

	地域医療構想の関係性及びスケジュール（注１）
	―

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
488,716
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
118,811
	うち過年度残額
(千円)
118,811

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
59,405
	うち過年度残額
(千円)
59,405

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
178,216
	うち過年度残額
(千円)
178,216

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
310,500
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注２）
	公
	(千円)
900
	うち過年度残額
(千円)
900

	
	
	民
	(千円)
117,911
	うち過年度残額
(千円)
117,911

	
	
	
	うち受託事業等（注３）
(千円)
5,977
	うち過年度残額
(千円)
5,977

	備考
	



（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	１－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
	標準事業例
	４

	事業名
	No
	７
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
58,678千円

	
	医科歯科連携推進事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府（大阪府歯科医師会に委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	脳卒中患者等では嚥下機能障害により誤嚥性肺炎等の感染症リスクが高く、周術期等の口腔機能管理に関する医科歯科連携体制の充実が必要。

	
	アウトカム指標
	高度急性期・急性期病床数の適正化
　R4年度：50,174床　→　R6年度：50,173床以下

	事業の内容
	脳卒中患者等への口腔ケアや口腔機能の評価・回復のための連携手法の知識・技術を備えた地域の歯科医師及び歯科衛生士を病院へ派遣し、患者が入院中から転退院後まで継続的に口腔管理を受けられるよう、病院スタッフに対する専門的助言や歯科診療所との連携調整等を実施。また、派遣先病院を含む地域病院において、病院スタッフ向け研修会を実施。

	アウトプット指標
	歯科医師及び歯科衛生士の病院への派遣：11病院

	アウトカムとアウトプットの関連
	継続的な口腔機能管理体制の確保を通じ、入院患者の口腔環境や栄養管理の改善による術後合併症リスク軽減、転退院にかかる多職種連携を促進することで、急性期病床からの患者の転退院が加速する。

	地域医療構想の関係性及びスケジュール（注１）
	―

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
58,678
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
39,119
	うち過年度残額
(千円)
39,119

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
19,559
	うち過年度残額
(千円)
19,559

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
58,678
	うち過年度残額
(千円)
58,678

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注２）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
39,119
	うち過年度残額
(千円)
39,119

	
	
	
	うち受託事業等（注３）
(千円)
39,119
	うち過年度残額
(千円)
39,119

	備考
	


（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	１－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
	標準事業例
	５

	事業名
	No
	８
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
107,673千円

	
	一般救急病院への精神科対応等による
精神障がい者地域移行定着支援事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府（大阪精神科病院協会に委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	精神疾患を抱える患者が身体合併症を発症した際、救急病院は精神疾患を懸念し、精神科病院は身体症状の悪化を危惧することから、救急病院と精神科病院間での患者受入から治療・転退院まで一連の流れを円滑化する体制整備が必要である。

	
	アウトカム指標
	機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％）
R4（高度急性期16.6急性期40.5回復期14.2慢性期27.4休棟等1.3）
⇒R6（高度急性期16.5以下 急性期40.4以下 回復期14.3以上 慢性期27.3以下）

	事業の内容
	救急と精神科の役割を明確化するため、精神科病院に受入患者の急変時等に対応する身体科医を配置し、精神科病院が救急病院に対して精神科的なコンサルテーションを行う体制等を輪番制で確保する。
また、精神科の入院調整を行うべき判断の難しい身体合併症事例につき症状に基づき適切な入院調整を行うべく、救急調整窓口に指定医を配置し精神科及び身体科治療の優先度について医師が助言できる体制を確保する。

	アウトプット指標
	府内身体科二次・三次救急病院における本事業の利用経験割合
（R5年度：62.0%　⇒R6年度：66.0％）
精神科医師によるコンサル件数
R6年度⇒125件

	アウトカムとアウトプットの関連
	救急病院が本事業を活用することで精神科病院との連携が促進され、精神科患者の急性期病床からの転院も加速されるため、急性期病床の適正化につながる。

	地域医療構想の関係性及びスケジュール（注１）
	2025年までに地域医療構想を達成するためには、医療連携体制を強化し、患者の円滑な転退院を可能とすることによる病床機能の分化・連携の加速が必要。このため、精神疾患患者に対する夜間・休日の救急医療体制において、身体科医療機関と精神科医療機関間における合併症患者の円滑な受け入れに係る経費を支援する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
107,673
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
71,782
	うち過年度残額
(千円)
6,475

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
35,891
	うち過年度残額
(千円)
3,237

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
107,673
	うち過年度残額
(千円)
9,712

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注２）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
71,782
	うち過年度残額
(千円)
6,475

	
	
	
	うち受託事業等（注３）
(千円)
71,782
	うち過年度残額
(千円)
6,475

	備考
	


（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	１－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
	標準事業例
	５

	事業名
	No
	９
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
8,000千円

	
	地域医療連携強化事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	がん診療拠点病院

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	切れ目のないがん医療の提供のためには、医療機関ごとの役割を明確化し、地域の実情に応じた地域連携クリティカルパスや緩和ケア等を促進し、施設間の機能分化や地域連携を図る取り組みが必要。

	
	アウトカム指標
	地域医療構想を踏まえた機能ごとの病床割合の適正化(単位：％）
R4（高度急性期16.6急性期40.5回復期14.2慢性期27.4休棟等1.3）
⇒R6（高度急性期16.5以下 急性期40.4以下 回復期14.3以上 慢性期27.3以下）

	事業の内容
	各二次医療圏毎にある『がん診療ネットワーク協議会』の地域連携クリティカルパス運用促進の取組みや緩和ケア提供体制のネットワーク構築等を補助。

	アウトプット指標
	連携協議会開催数8回（府内全8圏域において各1回開催）

	アウトカムとアウトプットの関連
	連携協議会において、地域連携クリティカルパス等の運用を促進、地域の医療機関の役割が明確化することにより、医療機関の機能分化・連携が促進され病床割合の適正化につながる。

	地域医療構想の関係性及びスケジュール（注１）
	2025年までに地域医療構想を達成するためには、診療連携協議会や、各二次医療圏毎の『がん診療ネットワーク協議会』と連携して地域連携クリティカルパス運用促進の取組みや緩和ケア提供体制のネットワーク構築等が必要。このため、令和６年４月より事業を実施し、医療機関の機能分化・連携の促進、病床割合の適正化に係る費用を支援する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
8,000
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
5,333
	うち過年度残額
(千円)
5,333

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
2,667
	うち過年度残額
(千円)
2,667

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
8,000
	うち過年度残額
(千円)
8,000

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注２）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
5,333
	うち過年度残額
(千円)
5,333

	
	
	
	うち受託事業等（注３）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	１－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
	標準事業例
	５

	事業名
	No
	10
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
36,154千円

	
	地域医療構想調整会議活性化事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	地域医療構想の達成に向けて、地域医療構想調整会議における議論の活性化が求められている。

	
	アウトカム指標
	地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけていく取組が必要。
R4（高度急性期16.6急性期40.5回復期14.2慢性期27.4休棟等1.3）
⇒R6（高度急性期16.5以下 急性期40.4以下 回復期14.3以上 慢性期27.3以下）

	事業の内容
	➀都道府県主催研修会
地域医療構想調整会議の議長や医療関係者等を対象として、本府における地域医療構想の取り組みや最新の国の動向、病院の具体的な病床転換事例等をテーマとした研修会の開催。
➁厚生労働省主催の会議・研修等の出席調整
厚生労働省等が主催する地域医療構想の実現に向けた会議・研修等への地域医療構想アドバイザー、都道府県が推薦する医療機関の長等の出席に係る報償費・旅費等の経費支出等の調整事務を行う。
③地域医療提供体制構築に向けたデータ分析事業
　病床機能報告等のデータ分析を行うことで、地域医療構想調整会議の協議を促進させる。

	アウトプット指標
	②厚生労働省主催の会議・研修等の出席調整：２回
③地域医療構想調整会議・懇話会等の開催回数：15回

	アウトカムとアウトプットの関連
	地域医療構想をとり巻く動き等について関係者で共有することで、方向性を一にして地域医療構想調整会議を活性化し、病床機能の連携等を促進する。

	地域医療構想の関係性及びスケジュール（注１）
	①都道府県主催の研修会：開催時期未定
②厚生労働省等主催会議：第１回・10月、第２回・開催時期未定
③地域医療構想調整会議・懇話会等：（10月～２月）

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
36,154
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
24,103
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
12,051
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
36,154
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注２）
	公
	(千円)
1,440
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
22,663
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注３）
(千円)
22,663
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。




	事業の区分
	１－２．地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業
	標準事業例
	

	事業名
	No
	11
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
1,212,276千円

	
	病床機能再編支援事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府内の医療機関

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	将来的な更なる高齢化の進展や人口減少による医療ニーズの変化への対応として、各圏域で過剰となる病床の削減、転換が必要とされている。

	
	アウトカム指標
	令和6年度以降基金を活用して再編を行う医療機関及び病床機能毎の病床数
医療機関数7医療機関
高度急性期病床 　1133床➝ 512床　　回復期病床　28床➝82床
急性期病床   　  1195床➝1374床　　慢性期病床101床➝60床
休棟病床　　　　  128床➝    0床

	事業の内容
	医療機関が地域の関係者の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編の実施に伴い、減少する病床数に応じた給付金を支給する。

	アウトプット指標
	対象となる医療機関数　7医療機関

	アウトカムとアウトプットの関連
	地域医療構想調整会議の合意を踏まえ自主的に病床数を減少する医療機関に対し財政支援することにより、地域医療構想の実現に向けた取り組みの促進を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
1,212,276
	

	
	
	基
金
	国（Ａ）
	(千円)
1,212,276
	うち過年度残額
(千円)
510,720

	
	
	その他（Ｂ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注）
	公
	(千円)
321,480

	うち過年度残額
(千円)
160,058

	
	
	民
	(千円)
890,796
	うち過年度残額
(千円)
350,662

	備考
	


（注）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。



	[bookmark: _Hlk185938538]事業の区分
	２．居宅等における医療の提供に関する事業
	標準事業例
	１０

	事業名
	No
	12
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
51,775千円

	
	在宅医療連携推進事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府医師会、地区医師会、大阪府看護協会、医療機関、大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	在宅医療ニーズの増加に対応するためには、患者が安心して転退院できるような切れ目のない医療・介護連携の体制構築が必要。

	
	アウトカム指標
	訪問診療の実施件数の増加38.7%以上（H29比）〔医療施設調査より〕
平成29年度119,787件　⇒令和6年度166,249件

	事業の内容
	地域医療構想の達成に向けて、医療介護連携を目的とした「医療・介護資源の分析・課題抽出」、「医療・介護従事者の多職種連携研修」、「在宅医療、人生会議（ACP）の普及啓発」等を支援する。

	アウトプット指標
	多職種連携研修を行う圏域数：8医療圏域


	アウトカムとアウトプットの関連
	医介連携の提供体制を構築することにより、急性期から在宅までの患者の円滑な転退院が可能となり、訪問診療実施件数等の増加につながる。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
51,775
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
34,517
	うち過年度残額
(千円)
6,761

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
17,258
	うち過年度残額
(千円)
3,381

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
51,775
	うち過年度残額
(千円)
10,142

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
7,360
	うち過年度残額
(千円)
1,442

	
	
	民
	(千円)
27,157
	うち過年度残額
(千円)
5,319

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
7,792
	うち過年度残額
(千円)
1,526

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	２．居宅等における医療の提供に関する事業
	標準事業例
	９

	事業名
	No
	13
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
397千円

	
	在宅医療推進協議会運営事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	在宅医療ニーズの増加に対応するため、府内の在宅医療の状況把握や、多職種間での連携した課題解決に向けた推進方針についての検討の場が必要。

	
	アウトカム指標
	訪問診療の実施件数の増加38.7%以上（H29比）〔医療施設調査より〕
平成29年度119,787件　⇒　令和6年度166,249件

	事業の内容
	医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、訪問看護ステーション協会、病院協会等、在宅医療に係る関係者が一堂に会して協議する場である在宅医療推進部会を運営する。※大阪府医療審議会の専門部会として運営

	アウトプット指標
	在宅医療推進部会開催数：1回以上

	アウトカムとアウトプットの関連
	各構成員の立場からの専門的な知識や経験等に裏付けられた意見交換により、課題解決に向けた実効的な方策等について協議する事で在宅医療提供体制の着実な整備、ひいては訪問診療実施件数等の増加につながる。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
397
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
265
	うち過年度残額
(千円)
265

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
132
	うち過年度残額
(千円)
132

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
397
	うち過年度残額
(千円)
397

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
265
	うち過年度残額
(千円)
265

	
	
	民
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	２．居宅等における医療の提供に関する事業
	標準事業例
	１１

	事業名
	No
	14
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
2,949千円

	
	小児のかかりつけ医確保事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域

	事業の実施主体
	大阪府（大阪府医師会に委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	在宅療養が必要な医療的ケア児に対する日常的な診療や訪問診療等が地域で可能になるよう、小児かかりつけ医の確保が課題。小児在宅の基礎となる医療技術の研修の場が必要とされている。

	
	アウトカム指標
	小児の訪問診療を実施している医療機関数の増加〔厚生労働省ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ〕
令和３年度111施設　⇒ 令和６年度　112施設以上（現状より増加）

	事業の内容
	内科医等を対象に小児特有の医療技術の習得を目的とした研修を実施。また小児在宅医の必要性について周知啓発する。

	アウトプット指標
	研修受講者数　50人

	アウトカムとアウトプットの関連
	研修により必要な知識を身に着けた内科医等を増やすことで、医療的ケア児を含めた訪問診療体制の整備が図られ、対応可能件数が増加する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
2,949
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
1,966
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
983
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
2,949
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
111
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
1,855
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
1,855
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	２．居宅等における医療の提供に関する事業
	標準事業例
	１８

	事業名
	No
	15
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
3,473千円

	
	在宅療養者経口摂取支援チーム育成事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府歯科医師会

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	在宅医療ニーズの増加に伴い、増加が見込まれる摂食嚥下障害を有する在宅患者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアや経口摂取支援の充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。

	
	アウトカム指標
	訪問歯科診療の実施件数の増加25.9%以上（医療施設調査）
平成29年度114,501件　⇒　令和7年度144,157件

	事業の内容
	地域の歯科医師・歯科衛生士に対し、地域における訪問歯科診療での摂食嚥下障害への対応、経口摂取支援方法、口腔衛生指導や多職種との連携等について実習型研修及び、症例検討等を行う。

	アウトプット指標
	経口摂取支援チーム育成研修の受講者数（40名）

	アウトカムとアウトプットの関連
	摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者を確保・育成し、在宅歯科医療の提供体制を強化することで、訪問歯科診療の実施件数の増加を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
3,473
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
2,315
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
1,158
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
3,473
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
2,315
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	２．居宅等における医療の提供に関する事業
	標準事業例
	２２

	事業名
	No
	16
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
8,000千円

	
	薬局の在宅医療推進事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	（一社）大阪府薬剤師会

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	在宅医療ニーズの増加に伴い、在宅訪問を必要とする患者に対して、薬学的管理・服薬指導等の在宅医療サービスを提供できる人材の育成が必要。

	
	アウトカム指標
	在宅患者調剤加算薬局数の増加
　令和５年度：2,463件　⇒　令和６年度：2,503件以上
（現状より40件増）
令和６年度当初：2,505件
※令和６年６月より在宅患者調剤加算が廃止されたため、新設された在宅薬学総合体制加算を同等とみなし、その増加を指標とする。

在宅薬学総合体制加算薬局数の増加
令和６年７月：2,515件　⇒令和６年度末：2,516件以上

	事業の内容
	患者が病院（入院）から在宅療養（退院）へ移行する等の患者の療養環境が変わっても同様の薬物療法を享受できるようにするため、地域の薬局と多職種の医療介護関係者との間で共同研修を実施する。
また、高度・多様化する在宅患者の様々なニーズに対応できる薬局薬剤師を育成するため、高度な分野別研修を実施する。

	アウトプット指標
	在宅医療に取り組む薬局薬剤師と多職種の医療介護関係者との間で共同研修の受講者数（300名見込み）
薬局における在宅医療の高度な分野別研修の受講者数（150名見込み）

	アウトカムとアウトプットの関連
	訪問薬剤管理指導に関する知識・技術を有する薬局及び多職種の医療介護関係者と連携し高度・多様化する在宅患者ニーズの対応できる薬剤師を育成・確保することで、在宅対応薬局が増加する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
8,000
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
5,333
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
2,667
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
8,000
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
5,333
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	２．居宅等における医療の提供に関する事業
	標準事業例
	１５

	事業名
	No
	17
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
30,690千円

	
	長期入院精神障がい者退院支援強化事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域

	事業の実施主体
	大阪府（②大阪精神科病院協会への委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	精神科病院に入院中の長期入院者の地域移行を進めるためには、退院後の在宅における切り目のない医療・福祉サ－ビスの提供体制の確保が必要。

	
	アウトカム指標
	精神病床における１年以上の長期入院の減少： 
９，０６２人（Ｒ３）⇒８，１９３人（Ｒ８）
（Ｒ６のアウトカム指標としては　８，５３０人）

	事業の内容
	1 地域精神医療体制整備広域コーディネーター（広域Co）の配置：各精神科病院と協働で、退院が可能な患者を把握し、市町村につなぐ。特に、院内寛解、寛解の状態であるが、支援先や居住先が見つからないといった複合的な課題のあるケースについて、入院患者に寄り添い、市町村につなぐための「伴走支援」を行う。
2 精神科病院職員研修：府内全精神科病院対象の全体研修と、広域Coが必要と認めた精神科病院ごとに院内職員に対し退院促進に関する理解を深める研修等を実施。
3 地域精神医療体制の整備：退院した精神障がい者が、再入院することなく地域の中で適切に医療サービスを受けられる体制が整備されるよう、可能な限り、圏域・市町村の協議の場に広域Coが出席して連携を図り、地域の取り組みに助言等を行う。
4 広域Coの支援スキルの質の担保のため、スキルアップ研修を実施する。

	アウトプット指標
	①について　対応ケース数：40人（コロナ前の水準に近づける。）
※参考：Ｒ3年度　５人　R4年度　29人　R5年度　46人
②について　オンラインや動画配信なども活用し新しい形での研修を実施する。
　　　　　　・院内研修　30病院30回
　　　　　　　　　　　　※参考：R4年度　16病院18回　R5年度　23病院26回
　・全体研修　１回　　※参考：R4年度１回　R5年度１回
③について　「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築」に
係る圏域・市町村協議の場への広域Co.の全か所参画
　　　　　　　・圏域協議の場（政令市中核市含む）18か所
　　　　　　　　※参考：R5年度　17か所（１か所開催無）
　　　　　　　・市町村協議の場　参加を承認いただける全市町村
（予定：34市町村中33市町村　一か所参加承認なし）
　※参考：R5年度　31市町村（１か所開催無　１か所参加できず）
④について　グループスーパービジョン研修を年１回実施
　　　　　　　　※参考：R5年度　１回（２日間）実施

	アウトカムとアウトプットの関連
	病院職員等を対象とした研修や各地域の協議の場での連携により、地域精神医療体制が整備され、アプローチが困難な複合的な課題を持つ長期入院ケースへの伴走支援が可能となり、より身近な地域での生活が円滑に行えるようになる。その結果、精神科病院の長期入院者の地域移行が促進される。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
30,690
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
20,460
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
10,230
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
30,690
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
19,744
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
716
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
716
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	２．居宅等における医療の提供に関する事業
	標準事業例
	８

	事業名
	No
	18
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
29,446千円

	
	医療型短期入所支援強化事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療型短期入所事業所

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	高度な医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）は、在宅移行後も医療機関における医療・福祉サービスの体制整備が必要

	
	アウトカム指標
	医療型短期入所事業所を支援することにより、在宅で医療的ケアが必要な
重症心身障がい児者の受入病床を確保し、受入利用日数の増加を見込む。
R元年度4,311日　⇒　R6年度末10,636日

	事業の内容
	医療機関が医療型短期入所として高度な医療的ケアが必要な重症心身障がい児者を受け入れた場合に、受入れ日数に応じて補助金を支給する。

	アウトプット指標
	児・者それぞれに対応可能な医療機関を全圏域（8圏域）に整備する。

	アウトカムとアウトプットの関連
	高度な医療的ケアが常時必要な重症心身障がい児・者を身近な医療機関で受け入れる体制を構築し、福祉サービス（短期入所）を利用できる病床を整備することにより、退院後の安定的かつ持続可能な在宅医療をサポートする環境を整え、NICUを有するような高度急性期病院以外の身近な医療機関においても、当該児者を受け入れできるようにすることで、安心して在宅医療に移行できる体制を整備する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
29,446
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
19,631
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
9,815
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
29,446
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
4,298
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
15,333
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	２．居宅等における医療の提供に関する事業
	標準事業例
	１０

	事業名
	No
	19
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
4,421千円

	
	障がい児等療育支援事業（医療的ケア児等）
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、
泉州圏域

	事業の実施主体
	大阪府（社会福祉法人へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	医療的ケアの必要な重症心身障がい児が安心して在宅療養生活を送る上で、児童の発達支援、家族のレスパイトのためにも障がい児通所事業所は欠かせないが、高度な医療的ケアや専門的な支援を要する重症心身障がい児を受け入れる事業所は限られている。事業所の設置が進まない理由として、重症心身障がい児の医療的ケアや支援のノウハウを習得する機会の少なさが挙げられる。また、既に重症心身障がい児を受け入れている事業所並びに保育所等及び学校において、看護師、理学療法士など専門の医療職が少数であることから助言やSVを受ける機会が不足している現状である。

	
	アウトカム指標
	主に重症心身障がい児を受け入れる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の増加
（R5年度末）児童発達支援事業所54、放課後等デイサービス事業所57
⇒（R6年度末）現状より増加

	事業の内容
	重症心身障がい児を受け入れている、又はその予定のある事業所並びに保育所等及び学校に勤務する医療従事者等を対象に、支援技術の向上を図るための機関支援（研修、事例検討、実習・見学、専門相談会、相談に対する助言）を実施する。

	アウトプット指標
	〇重症心身障がい児の医療的なケアや活動支援について、専門研修会、専門相談会及び事例検討会を年間を通じて各2回以上実施する。また、電話等による相談への助言や、実習・見学の受入を随時行う。
〇支援ノウハウを記載した支援ツール（事例集）を更新・公開する。

	アウトカムとアウトプットの関連
	支援ノウハウの提供により重症心身障がい児の受入を検討する事業所並びに保育所等及び学校を後押しし、受け入れ事業所数等を充足させることで、安心して在宅医療に移行できる体制を整備する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
4,421
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
2,947
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
1,474
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
4,421
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
2,947
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
2,947
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	２．居宅等における医療の提供に関する事業
	標準事業例
	１０

	事業名
	No
	20
	新規事業／継続事業
	新規
	【総事業費
（計画期間の総額）】
9,708千円

	
	在宅難病患者の支援体制構築事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府（難病医療提供体制の中心となる「難病診療連携拠点病院」「難病診療分野別拠点病院」 (計17病院)を受託者として実施予定）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	患者が住み慣れた地域において安心して在宅療養を継続するためには、当該地域において、平時だけでなく緊急時においても患者を支援する体制が整備されている必要がある。
とりわけ、在宅療養中の難病患者に対しては、難病医療の中心的な役割を担う医療機関 (難病診療連携拠点病院等)が中心となり、発災等の緊急時においても医療等の提供を継続する体制が必要である。

	
	アウトカム指標
	・発災等の緊急時に在宅療養中の難病患者の受入について、調整・相談を受ける体制のある病院
：１(R5現在)→３３(事業終了後)

	事業の内容
	難病患者が地域で安定した在宅療養を継続できるよう、難病医療提供の中心となる医療機関(難病診療連携拠点病院等)により、在宅療養支援病院等の地域の医療機関を対象に、緊急時に在宅で療養する難病患者を受入・支援する体制の確保を目的として、講義型の研修や、平時において在宅療養中の難病患者の入院受入に併せた研修を行い、難病患者の避難(的)入院への対応が可能な人材の育成、体制の確保を図る。

	アウトプット指標
	在宅療養中の難病患者の入院受入に併せた研修の実施：
年間３３病院程度
地域の医療機関に対する研修(講義型)の実施：
年間１７回程度

	アウトカムとアウトプットの関連
	在宅療養支援病院等の地域の医療機関が、平時において在宅療養中の難病患者の受け入れを行い、経験を蓄積することにより、発災等の緊急時においても在宅療養中の難病患者を受入・支援する体制を確保することが可能となる。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
9,708
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
6,472
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
3,236
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
9,708
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
6,472
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
6,472
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	２．居宅等における医療の提供に関する事業
	標準事業例
	１１

	事業名
	No
	21
	新規事業／継続事業
	新規
	【総事業費
（計画期間の総額）】
3,500千円

	
	かかりつけ医を持つことに対する普及啓発事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府医師会、大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日　～　令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	府では生活習慣病等の未治療率が高く、府民一人ひとりがかかりつけ医を認知し、実際にもってもらう必要がある。糖尿病は、糖尿病患者の増加が見込まれる中、重症化予防、さらに糖尿病の重症化による脳卒中、失明等の合併症を予防するために、かかりつけ医において療養指導を行うことで、入院加療ではない在宅医療への効果的な展開が求められている。

	
	アウトカム指標
	・未治療率の減少
（R4 高血圧：36.3%、糖尿病：34.2%、脂質異常症66.8%からの減少）

	事業の内容
	府民が生活習慣病等に関してかかりつけ医を持ち、日頃から必要に応じて適切に医療にアクセスすることの重要性を啓発する。

	アウトプット指標
	・かかりつけ医を持つことに対する普及啓発資材（動画チラシ等）の制作
・啓発資材の制作に関する検討会の開催　２回
・府内事業主、医療機関への啓発資材の配布

	アウトカムとアウトプットの関連
	かかりつけ医を持つことに対する資材を活用した普及啓発により、適切な医療連携を通じて未治療率を減少させ、生活習慣病はコントロールすれば在宅医療で対応可能であるから在宅への円滑に移行できる。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
3,500
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
2,333
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
1,167
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
3,500
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
2,333
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
2,333
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。





	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	２７

	事業名
	No
	22
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
2,320千円

	
	医療対策協議会運営事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	今後の医療需要増加等に対応するため、医師の確保や医療機関への配置、地域医療を担う医師の生涯を通じた教育研修体制の整備等について、大阪府の実情に適した効果的な対策の検討が必要。

	
	アウトカム指標
	1 府内医師数
R2年度 26,431人⇒R6年度 26,432人以上
（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」）
2 臨床研修医の適正な配置(マッチング率)
R5年度　98.2％⇒R6年度 98.3％以上
　（医師臨床研修マッチング協議会「マッチ結果」）

	事業の内容
	救急医療、災害医療、周産期医療及び小児救急を含む小児医療等の医療従事者の確保、その他本府において必要な医療の確保に関する事項の協議・決定及び、医療法の一部改正により、都道府県に策定が義務付けられた医師確保計画と同計画に基づく医師派遣計画の策定等を行うため医療対策協議会を運営する。

	アウトプット指標
	医療対策協議会開催数　4回

	アウトカムとアウトプットの関連
	医育機関や医療関係団体、市町村、患者代表等によって協議することで、より本府の実情に即した医師確保と教育体制整備の施策を展開する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
2,320
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
1,547
	うち過年度残額
(千円)
1,525

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
773
	うち過年度残額
(千円)
763

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
2,320
	うち過年度残額
(千円)
2,288

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
1,547
	うち過年度残額
(千円)
1,525

	
	
	民
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。





	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	４９

	事業名
	No
	23
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
43,104千円

	
	医療勤務環境改善支援センター運営事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府（大阪府私立病院協会に委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	地域医療の充実のため、医療従事者が安心して働き続けることができるよう医療機関の勤務環境改善等を行い質の高い医療の提供、患者の安全と満足度の向上、ひいては経営の安定を目指す取組が必要。

	
	アウトカム指標
	地域枠医師派遣先病院の支援率
⇒100%（R6）

	事業の内容
	・医療勤務環境改善マネジメントシステム導入支援
・医療勤務環境改善についての相談、取組事例の紹介
・研修会等の開催

	アウトプット指標
	・研修会等の開催数、参加者数：4回400名

	アウトカムとアウトプットの関連
	勤務環境改善計画の策定により、医療従事者の勤務環境の改善・負担軽減につながり離職率も低下、医療従事者の確保につながる。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
43,104
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
28,736
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
14,368
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
43,104
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
28,736
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
28,736
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	５０

	事業名
	No
	24
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
264,610千円

	
	病院内保育所施設整備費補助事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療機関

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	継続して質の高い医療を提供するため、看護職員をはじめとする医療従事者の育児を理由とした離職を防止する、働きやすい環境整備が必要。

	
	アウトカム指標
	大阪府の看護職員離職率の低下
令和4年度：14.3%　⇒　令和6年度：14.2%以下
（公益社団法人日本看護協会「病院看護・助産実態調査」による）

	事業の内容
	医療従事者の乳幼児を預かる府内病院内保育所の新築、増改築または改修に要する費用の一部を補助する。

	アウトプット指標
	院内保育所施設整備費補助数　1医療機関

	アウトカムとアウトプットの関連
	病院内保育所の確保により、子育て中の看護職員等の離職者が減少する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
264,610
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
84,908
	うち過年度残額
(千円)
41,502

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
42,454
	うち過年度残額
(千円)
20,751

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
127,362
	うち過年度残額
(千円)
62,253

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
137,248
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
84,908
	うち過年度残額
(千円)
41,502

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	５０

	事業名
	No
	25
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
458,778千円

	
	病院内保育所運営費補助事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療機関

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	継続して質の高い医療を提供するため、看護職員をはじめとする医療従事者の育児を理由とした離職を防止する、働きやすい環境整備が必要。

	
	アウトカム指標
	大阪府の看護職員離職率の低下
令和4年度：14.3%　⇒　令和6年度：14.2%以下
（公益社団法人日本看護協会「病院看護・助産実態調査」による）

	事業の内容
	病院内保育所設置者に対し、保育士等の人件費の一部を補助する。


	アウトプット指標
	病院内保育所補助件数：82医療機関（令和6年）


	アウトカムとアウトプットの関連
	病院内保育所の確保により、子育て中の看護職員等の離職者が減少する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
458,778
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
203,901
	うち過年度残額
(千円)
126,649

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
101,951
	うち過年度残額
(千円)
63,324

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
305,852
	うち過年度残額
(千円)
189,973

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
152,926
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
203,901
	うち過年度残額
(千円)
126,649

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。




	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	２５

	事業名
	No
	26
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
72,073千円

	
	地域医療支援センター運営事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足地域を解消するため、医師や医学生の周産期、救急医療や地域医療への誘導が必要。

	
	アウトカム指標
	・府が定める医師不足診療科や医師不足地域への派遣医師数
26名（R6年初）⇒27名（R6年度末）
・指定診療科による地域枠医師の医師派遣計画案策定
5名 （R6年度）
※指定診療科：救急・小児・産科・精神・内科（感染症）・公衆衛生・総合診療

	事業の内容
	地域医療に従事する医師のキャリア形成を支援しながらバランスのとれた医師確保を推進する。本事業の取り組みにより、救急医療・周産期医療をはじめとした医師の確保が困難な各分野の医療提供体制の充実を図る。

	アウトプット指標
	(1)研修受講者200人以上　(2)医師派遣・あっせん数　5名
(3)地域枠医師のキャリア形成プログラム参加割合　100％
(4)指定診療科のキャリア形成プログラム策定医師数5名

	アウトカムとアウトプットの関連
	研修受講により、専門知識を身に付けた医師が増加することで、地域医療を担う医師が確保される。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
72,073
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
48,049
	うち過年度残額
(千円)
13,295

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
24,024
	うち過年度残額
(千円)
6,648

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
72,073
	うち過年度残額
(千円)
19,943

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
48,049
	うち過年度残額
(千円)
13,295

	
	
	民
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	２５

	事業名
	No
	27
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
112,244千円

	
	地域医療確保修学資金等貸与事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足地域を解消するため、地域医療を志す医学生の確保が必要。

	
	アウトカム指標
	府内所定の診療科や施設※への就業者数
25人（令和5年度末）　⇒　67人（令和8年度末）
　　　　　　　 　　　　　 38人（令和6年度末）

	事業の内容
	周産期や救急医療などに携わる医師の確保が非常に困難となっている現状に対応するため、これらの医療分野を志望する医学生に対し修学資金等を貸与し、医師不足の診療科や地域での勤務を修学資金の免除要件とすることで将来的にこれらの分野・地域で勤務する医師を確保する。

	アウトプット指標
	医学生向け修学資金新規貸与者数15人

	アウトカムとアウトプットの関連
	修学資金貸与により、地域枠の医学生が確保され、周産期や救急医療などに携わる医師や医師不足地域へ勤務する医師が確保される。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
112,244
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
74,829
	うち過年度残額
(千円)
3,121

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
37,415
	うち過年度残額
(千円)
1,561

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
112,244
	うち過年度残額
(千円)
4,682

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
74,829
	うち過年度残額
(千円)
3,121

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	※府内所定の診療科・施設
診療科：産婦人（産）科・小児（新生児）科・小児救急・総合診療
施設：救命救急センター・人口当たり病院従事者数が府全体数値を下回る二次
医療圏に所在する公立病院等


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。







	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	２８

	事業名
	No
	28
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
389,172千円

	
	産科小児科担当等手当導入促進事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療機関

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	医師の地域別・診療科別の偏在が生じており、産科・産婦人科は年々減少傾向にあるため、周産期医療の充実を図り、府民が安心して出産できるよう、分娩機関・周産期医療に従事する医師等の確保が必要。

	
	アウトカム指標
	手当支給施設の産科・産婦人科医師数
R5：723人⇒R6：724人以上（前年度以上）
分娩1000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数
R4：14.5人⇒R6：14.6人以上（前回調査時点以上）
（厚労省「人口動態調査」「医師・歯科医師・薬剤師調査」）

	事業の内容
	地域でお産を支える産科医等に対し手当等を支給するとともに、NICUにおいて新生児医療に従事する医師に対し手当等を支給することなどにより、処遇改善を通じて周産期医療を実施する医療機関及び医師等の確保を図る。
(1)産科医・助産師に分娩手当を支給する医療機関に対して補助
(2)産科専攻医に研修医手当を支給する医療機関に対して補助
(3)NICUに入室する新生児の担当医師に手当を支給する医療機関に対し補助

	アウトプット指標
	手当支給者数：R5：1,179人⇒R6：1,180人以上（現状以上）
手当支給施設：R5：78医療機関⇒R6：79医療機関以上（現状以上）

	アウトカムとアウトプットの関連
	手当支給者・施設数を確保することにより、府内の産科・産婦人科・新生児担当医師数が確保される。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
389,172
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
86,483
	うち過年度残額
(千円)
5,557

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
43,241
	うち過年度残額
(千円)
2,778

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
129,724
	うち過年度残額
(千円)
8,335

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
259,448
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
86,483
	うち過年度残額
(千円)
5,557

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	３２

	事業名
	No
	29
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
433,203千円

	
	女性医師等就労環境改善事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療機関

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	女性医師数は、今後も増加が見込まれ、出産や育児等の様々なライフステージにおいて離職せず、安心して働き続けられる環境整備が必要。

	
	アウトカム指標
	1 補助金活用機関における就労環境改善制度活用女性医師数
R6年度：131人 →　R8年度：132人以上
2 府内の全女性医師に占める就業率 
R6年度：99％ →　R9年度：99％以上
（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」による）

	事業の内容
	医療機関が実施する「医師の勤務環境の改善への取組」や「出産・育児・介護等により、休職・離職した女性医師等の復職支援への取組」を支援する。

	アウトプット指標
	就労環境改善及び復職支援に取り組む医療機関数：
R5：37機関⇒R6：38機関以上（現状以上）

	アウトカムとアウトプットの関連
	就労環境改善や復職支援の取組を行う医療機関が増加することで、府内の全女性医師に占める就業率が増加する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
433,203
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
96,267
	うち過年度残額
(千円)
1,948

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
48,134
	うち過年度残額
(千円)
974

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
144,401
	うち過年度残額
(千円)
2,922

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
288,802
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
96,267
	うち過年度残額
(千円)
1,948

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	３５

	事業名
	No
	30
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
328,530千円

	
	新人看護職員研修事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府（大阪府看護協会に委託）、医療機関

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	適切に看護職員を確保していくため、新人看護職員の定着・離職防止の取組が必要。また、各施設において新人看護職員の研修体制を整備・継続し、単独で研修ができない中小規模の病院等においては圏域で協力し、合同により研修体制を整備・継続することが必要。

	
	アウトカム指標
	当該研修実施医療機関における新人看護職員の離職率
R6：12.2％未満
（大阪府「看護職員確保状況調査」による）

	事業の内容
	新人看護職員研修、医療機関受入研修事業、多施設合同研修
　(1)ガイドラインに沿った研修を実施する施設に対して補助。また、研修責任者フォローアップ研修に参加させた施設に対し、その受講料の1/2相当額を追加補助。
　(2)単独で研修を実施することができない病院や訪問看護ステーション等の新人看護職員を対象に、府内11か所で合同研修を計5回実施。（大阪府看護協会に委託、同協会が各地域の中小規模病院の研修責任者と協働し企画・実施）

	アウトプット指標
	①新人看護職員研修の実施医療機関数160医療機関
②中小規模の病院の合同研修参加率（R6：15％以上）

	アウトカムとアウトプットの関連
	ガイドラインに沿った新人看護職員研修の実施医療機関が増加することで、新人看護職員の離職率が減少する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
328,530
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
110,082
	うち過年度残額
(千円)
6,032

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
55,041
	うち過年度残額
(千円)
3,016

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
165,123
	うち過年度残額
(千円)
9,048

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
163,407
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
29,755
	うち過年度残額
(千円)
1,630

	
	
	民
	(千円)
80,327
	うち過年度残額
(千円)
4,402

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
821
	うち過年度残額
(千円)
45

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	３６

	事業名
	No
	31
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
38,237千円

	
	看護職員資質向上推進事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府（大阪府看護協会に委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	高齢化の進展や疾病構造の変化などに伴い、高度化、多様化する医療ニーズに対応する質の高い人材を継続的に養成していくため、専門的な知識・技術を持つ専任教員や実習指導者を養成することが不可欠である。

	
	アウトカム指標
	養成所における資格のある専任教員の充足率　100%
（保健師助産師看護師法施行令第14条報告）

	事業の内容
	(1)専任教員養成講習会　看護職員の養成に携わるものに対して、必要な知識技術を習得させ、看護教育内容の充実、質の向上を図る。
(2)実習指導者講習会　看護師等養成所の実習施設で指導者の任にある者に対し、実習の意義、指導者の役割を理解させ、効果的な指導ができるよう必要な知識、技術を習得させる。病院以外の実習施設で指導者の任にある者に、実習の意義、指導者の役割を理解させ、特定分野の実習における効果的な指導ができるよう必要な知識、技術を習得させる。

	アウトプット指標
	専任教員養成講習会（定員50名）・実習指導者講習会（定員280名）の受講者数330名

	アウトカムとアウトプットの関連
	各講習会を開催し看護教員及び実習指導者を養成することにより、養成所における資格のある専任教員及び実習施設における実習指導者が確保される。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
38,237
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
9,574
	うち過年度残額
(千円)
51

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
4,787
	うち過年度残額
(千円)
25

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
14,361
	うち過年度残額
(千円)
76

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
23,876
	(千円)


	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
9,574
	うち過年度残額
(千円)
51

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
9,574
	うち過年度残額
(千円)
51

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	４２

	事業名
	No
	32
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
76,935千円

	
	看護師等養成所施設整備事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	看護師等養成所

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を見据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。

	
	アウトカム指標
	養成者数 5,000人（R6）

	事業の内容
	・看護師等養成所における新築、増改築などの施設整備にかかる経費の一部を補助する。
・看護師等養成所における初度設備（標本、模型及び教育用器械器具購入）にかかる経費の一部を補助する。

	アウトプット指標
	令和６年度養成所施設整備事業：1件
令和６年度養成所初度設備整備事業：1件

	アウトカムとアウトプットの関連
	養成所の教育環境の充実により、質の高い看護職員が養成される。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
76,935
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
25,645
	うち過年度残額
(千円)
25,645

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
12,822
	うち過年度残額
(千円)
12,822

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
38,467
	うち過年度残額
(千円)
38,467

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
38,468
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
18,400
	うち過年度残額
(千円)
18,400

	
	
	民
	(千円)
7,245
	うち過年度残額
(千円)
7,245

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	３９

	事業名
	No
	33
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
7,769,085千円

	
	看護師等養成所運営費補助事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	看護師等養成所

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を見据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。

	
	アウトカム指標
	養成者数 5,000人（R6）

	事業の内容
	看護師等養成所における運営費にかかる経費の一部を補助する

	アウトプット指標
	養成所補助件数　44課程

	アウトカムとアウトプットの関連
	養成所の安定的運営、教育環境の充実により、質の高い看護職員が養成される。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
7,769,085
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
525,805
	うち過年度残額
(千円)
10,563

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
262,902
	うち過年度残額
(千円)
5,282

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
788,707
	うち過年度残額
(千円)
15,845

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
6,980,378
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
29,055
	うち過年度残額
(千円)
584

	
	
	民
	(千円)
496,750
	うち過年度残額
(千円)
9,979

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	３８

	事業名
	No
	34
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
74,038千円

	
	看護職員確保対策推進事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府（大阪府看護協会、医療機関へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を見据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。

	
	アウトカム指標
	再就業支援事業後の再就業率の増加
令和4年度：46.8% ⇒ 令和6年度：47.0%

	事業の内容
	潜在看護師の復職支援等を実施する。
(１)府内の地域偏在対策
①地域の中小病院の出展による看護職のための就職相談会の実施
②ハローワークに職員を派遣し地域に即した相談会の開催
(２)定年後の看護職員等の活躍の場の確保
社会保障等の講義と、医療機関出展による就職相談会を行うセカンドキャリア研修会等を実施
(３)充実型再就業支援講習会の開催・拡充
①看護職のための復職応援セミナーの開催
  ②演習を中心とした実践的な再就業支援研修の実施
(４)定着対策
採血演習など実習を含む交流会等の開催

	アウトプット指標
	再就業支援講習会受講者数　のべ180人

	アウトカムとアウトプットの関連
	潜在看護師の復職支援のための講習会等を継続的に行うことにより、再就職率が増加する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
74,038
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
48,234
	うち過年度残額
(千円)
7,397

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
24,117
	うち過年度残額
(千円)
3,698

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
72,351
	うち過年度残額
(千円)
11,095

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
1,687
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
3,012
	うち過年度残額
(千円)
462

	
	
	民
	(千円)
45,222
	うち過年度残額
(千円)
6,935

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
45,222
	うち過年度残額
(千円)
6,935

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	５３

	事業名
	No
	35
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
71,775千円

	
	小児救急電話相談事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府（NTTデータ関西に委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	子どもの急病時の対応方法に対する保護者の不安を解消し、救急医療の適正利用を促進、夜間の二次救急病院等への患者集中を緩和し、医療機関の負担を軽減することが必要。

	
	アウトカム指標
	府内医師数
R2年度 26,431人⇒R6年度 26,432人以上
（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」）

	事業の内容
	小児科医の支援体制のもと、子どもの急病時の対応方法に関する相談に看護師が電話にて対応する。
保護者等の家庭看護力を向上させるとともに、適切な受診行動を促すことで夜間の二次救急病院等への患者集中を緩和し、負担軽減を図る。

	アウトプット指標
	年間相談件数　50,000件

	アウトカムとアウトプットの関連
	小児救急電話相談事業で、軽症患者の対応を行うことにより、休日・夜間2次救急医療機関等への患者集中の緩和・負担軽減。救急医を含めた府内医師が確保される。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
71,775
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
47,850
	うち過年度残額
(千円)
108

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
23,925
	うち過年度残額
(千円)
54

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
71,775
	うち過年度残額
(千円)
162

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
47,850
	うち過年度残額
(千円)
108

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
47,850
	うち過年度残額
(千円)
108

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	５２

	事業名
	No
	36
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
1,407,779千円

	
	小児救急医療支援事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	府内市町村（二次医療圏単位の幹事市）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	小児救急医療に従事する医師の不足等により受入体制の確保が困難となっている、休日・夜間の小児救急受入体制（二次救急医療体制）の確保が必要。

	
	アウトカム指標
	アウトカム指標：大阪府内の小児死亡率（1歳から14歳）
R4：7.6→ R6：7.6未満（前年度未満）※10万対

	事業の内容
	休日・夜間に小児救急患者を受け入れる医療機関を地域ブロック単位での輪番制等により確保する事業を実施する市町村に対し費用を補助する。

	アウトプット指標
	休日・夜間における小児救急医療体制の確保
（救急告示病院がある各二次医療圏）
体制確保医療圏域数：6医療圏＋大阪市4基本医療圏

	アウトカムとアウトプットの関連
	休日・夜間の小児救急医療体制を各二次医療圏（6医療圏＋大阪市4基本医療圏）で確保することで、大阪府内の小児の死亡数が減少する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
1,407,779
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
105,453
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
52,727
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
158,180
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
1,249,599
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
105,453
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	５０

	事業名
	No
	37
	新規事業／継続事業
	新規
	【総事業費
（計画期間の総額）】
85,817千円

	
	来阪外国人医療提供体制確保事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	医療機関が外国人患者を受入れるにあたり、言語や文化、治療法や受診方法などの違いや宗教に配慮した対応が大きな課題となっている。これらの課題を解決するためには、外国人患者と医療機関との間においてスムーズかつ確実なコミュニケーションを取る必要があるが、全ての医療機関が文化的背景を考慮し、各種言語に対応することは不可能である。一方、医療機関は来院した外国人患者の対応を拒むことができないことから、多大な時間を費やしながら対応しているところ。今後の更なるインバウンドの増加に対応するためには、外国人患者の受入れが可能な医療機関を増加させるとともに、適切な医療機関に外国人患者をスムーズに繋げる仕組みが必要となる。また、これらを確実に行うことにより、医療従事者の負担を軽減させ、勤務環境の改善を図る必要がある。

	
	アウトカム指標
	外国人受入れ医療機関の増加：10件（年間）

	事業の内容
	１つの医療機関において、様々な言語で様々な診療科に対応することは不可能である。このため、より多くの医療機関において、各種言語や診療科に対応できる環境（外国人患者の文化的背景を考慮した診療を行うための助言サービス及び多言語対応のデジタルサイネージ等）を整え、府域全体として対応していく体制を整備する。また、整備した医療機関へ外国人患者をスムーズかつ適切に繋げていく仕組みを構築する。これらの事業を実施し、言語や文化の違いに対応できる医療従事者の育成につなげるとともに、府域全体の外国人医療にかかる医療従事者の負担軽減を図る。

	アウトプット指標
	医療通訳補助件数：700件（年間）

	アウトカムとアウトプットの関連
	外国人患者の受入れが可能な医療機関を拡大させ、業務の効率化を促すことで、来阪する外国人患者がスムーズに必要な医療を受けられるよう整備し、医療従事者等の負担軽減につなげる。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
85,817
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
57,211

	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
28,606

	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
85,817
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
33,333

	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
23,878

	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
23,878
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	２８

	事業名
	No
	38
	新規事業／継続事業
	新規
	【総事業費
（計画期間の総額）】
71,442千円

	
	周産期医療・小児医療連携推進事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療機関（小児中核病院・小児地域医療センター）、大阪府（一部を委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	分娩取扱医療機関や小児科医療機関の減少が続く中、感染症発生時など患者増大時には拠点医療機関への患者集中により勤務環境が悪化し、医療従事者の疲弊が離職につながる。府民が安心して医療につながることができるよう、小児・周産期医療を充実するためにもハイリスク分娩や小児専門医療等に従事する医師等の確保が必要。

	
	アウトカム指標
	小児拠点医療機関の小児科医師数
R3：666人→R6：667人以上
ハイリスク分娩等の症例を扱う医療機関の産科・産婦人科医師数
R4：409人→R6：410人以上（厚労省「周産期センターの評価」）

	事業の内容
	圏域内における周産期または小児医療機関の連携を促進するとともに、小児専門医療及びハイリスク分娩症例等を積極的に受け入れる医療機関に対する補助、災害時における小児・周産期医療に従事する人材の育成のための研修などを通じて、災害時や高度な小児・周産期医療に従事する医師の確保等を図る。
①地域における小児医療機関の連携推進や医師確保に係る課題の検討を行うための会議の設置
②感染症発生時等患者増大時に一部医療機関への集中を防ぎ、医師の勤務環境、処遇を確保するため地域の小児拠点医療機関にコーディネーターを配置
③ハイリスク症例の受入医療機関で構成する団体（NMCS・OGCS※）が行う症例検討等に対し補助
④災害時小児周産期リエゾン及びリエゾンと連携する医師の育成及び訓練の実施
※NMCS（新生児診療相互援助システム）：低出生体重児やハイリスク新生児に対する緊急医療体制。府内27医療機関が参画。
※OGCS（産婦人科診療相互援助システム）：重症妊産婦に対する緊急医療体制。府内34医療機関が参画。

	アウトプット指標
	・圏域内の連携促進会議の開催：16回
・コーディネーターを配置する地域の小児拠点医療機関数： R6:11医療機関
・ハイリスク分娩症例の受入件数：R2：3,000件→R6:3,001件（現状より増加）
・災害時小児周産期リエゾン委嘱数：R5：34名→R6：37名以上

	アウトカムとアウトプットの関連
	ハイリスク分娩や小児専門医療等に従事する産科・産婦人科・新生児科担当医師数が確保される。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
71,442
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
47,628
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
23,814
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
71,442
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
1,021

	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
46,607

	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
46,607
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	４８

	事業名
	No
	39
	新規事業／継続事業
	新規
	【総事業費
（計画期間の総額）】
3,505千円

	
	薬剤師確保事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	（一社）大阪府病院薬剤師会

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	少子高齢化のさらなる進行や人口構造の変化により、地域の実情に応じた医薬品提供体制を確保するため薬剤師の偏在を是正する必要があるが、特に、府内で不足している病院薬剤師を確保する必要がある。

	
	アウトカム指標
	府内病院薬剤師偏在指標の増加
令和４年：0.92　⇒　令和６年：0.92より増加
厚生労働省の公表は翌年

	事業の内容
	病院薬剤師の魅力や採用情報をわかりやすく情報発信し、就職を希望する学生や潜在薬剤師にアピールすることにより、病院薬剤師の増加を目指す。

	アウトプット指標
	大阪府病院薬剤師会ホームページへの年間アクセス数：令和５年度より増加

	アウトカムとアウトプットの関連
	病院薬剤師の魅力発信等のアピールを行うことにより病院薬剤師希望者数が増加する。また、病院薬剤師希望者と病院のマッチングする機会が増えることにより、病院薬剤師の確保につながる。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
3,505
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
2,337
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
1,168
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
3,505
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
2,337
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	２９

	事業名
	No
	40
	新規事業／継続事業
	新規
	【総事業費
（計画期間の総額）】
5,768千円

	
	遺伝性脂質異常症に関する小児科医確保事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府（民間企業へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	大阪府では小児科医は特に医師確保対策が必要である。府の死亡原因の上位を占める循環器病の対策強化は大きな政策課題であり、とりわけ、家族性高コレステロール血症（ＦＨ）などは、新生児期から成人後まで経時的にみた医療の提供、重症化による発症予防のために、ノウハウの蓄積や高度な専門性をもつ人材の育成が必要。

	
	アウトカム指標
	アウトカム指標：
①小児科コーディネーター専門医数0人⇒5人（R6末）
②本事業人材育成プログラムを修了した医療従事者0人⇒100人（R6末）
③大阪ＦＨ手帳（連携ツール）の作成

	事業の内容
	①府内大学等の拠点病院にコーディネーター（医師）を配置
②小児科医によるモデル地域での児の検査及び人材育成プログラムの作成
③プログラムを活用した小児科専門医及び連携する医療従事者の養成
④大阪ＦＨ手帳（連携ツール）の作成及び活用推進、地域医療連携での生活習慣病予防事業を通じ、重症化予防のために連携した医療提供を行う医療人材の確保
　※大阪ＦＨ手帳：脂質異常症の小児患者に対して、家族性高コレステロ
ール血症の患者の疑いや、かかりつけ医と専門医療機関との受診、生
活習慣の指導等を示した多職種のための地域連携ツール

	アウトプット指標
	①人材育成プログラムの作成（専門医養成）
・エビデンスに基づく小児医療連携・人材育成プログラムの作成
②プログラムに基づく研修の実施
・症例検討会、講習会開催　計３回
③大阪ＦＨ手帳の作成検討、連携促進及び重症化予防の啓発
・小児家族性高コレステロール血症研究会の開催　１回

	アウトカムとアウトプットの関連
	小児科や循環器専門医によるかかりつけ医や生活習慣病管理に従事する多職種連携会議への研修・助言や講習会等の開催を通じて連携ツールの活用周知・活用促進を図るとともに、二次保健医療体制を支える小児科専門医や地域で療養指導を担当する専門性の高い医療人材を育成する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
5,768
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
3,845
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
1,923
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
5,768
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
3,845
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
3,845
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	３８

	事業名
	No
	41
	新規事業／継続事業
	新規
	【総事業費
（計画期間の総額）】
49,281千円

	
	地域で活躍する看護職員等の確保推進事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域

	事業の実施主体
	大阪府（一部、大阪府看護協会等に運営を委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	COVID-19流行時、医療施設や福祉関係施設等（以下「施設等」という）では、施設等における感染症への事前の備え等が十分ではなく、クラスター等が多発するとともに、自施設での感染症への対応等による業務量増加や精神的負担の増加等により看護職員等の離職が生じた。このような状況を踏まえ、地域（府保健所管内）における感染症への対応力の向上を図るため、施設等の感染対策を主導し、地域内において感染対策の指導や相談ができる人材を育成するとともに、育成した人材が相互に助け合い自立するネットワークを構築することで、地域で活躍できる人材の確保を行う。

	
	アウトカム指標
	地域で活動できる看護職員等の人数　180人（R6）

	事業の内容
	○地域包括的感染症ネットワークでの取組み
・ネットワークに参画する看護職員等の人材育成（研修等）
・ネットワークに参画する施設等における実践状況のチェック
・感染管理に関する施設等からの相談への対応といった支援
・計画策定、取組み等の連絡調整、参画施設や人材の管理等の運営　　など

	アウトプット指標
	ネットワーク参加施設等数　260施設
研修等の受講者数　520人

	アウトカムとアウトプットの関連
	ネットワークの構築により、看護職員等の人材育成や施設等における業務を支援する体制を整備することで、地域で活躍する看護職員等を確保する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
49,281
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
32,854
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
16,427
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
49,281
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
929
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
31,925
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
27,925
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	４．医療従事者の確保に関する事業
	標準事業例
	―

	事業名
	No
	42
	新規事業／継続事業
	新規
	【総事業費
（計画期間の総額）】
337,748千円

	
	食事療養を提供する人員体制を確保するための食材料費の高騰に対する支援事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	食料品価格の高騰の影響を受けている医療機関の負担軽減を図り、食事療養を提供する人員体制を安定的に確保することが必要。

	
	アウトカム指標
	府内病院における管理栄養士数の維持。
R4年度：330人

	事業の内容
	食材料費の高騰による影響を受ける医療機関の負担軽減を図るため、許可病床数に応じた一時支援金を支給する。

	アウトプット指標
	一時支援金の対象となる許可病床数：105,546床


	アウトカムとアウトプットの関連
	食材料費の高騰による様々な制約を取り払うことで、人員体制を安定的に確保し、チーム医療の推進を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
337,748
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
225,165
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
112,583
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
337,748
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
35,125
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
190,040
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	６．勤務医の働き方改革の推進に関する事業
	標準事業例
	―

	事業名
	No
	43
	新規事業／継続事業
	継続
	【総事業費
（計画期間の総額）】
3,815,132千円

	
	地域医療勤務環境改善体制整備事業、地域医療勤務環境改善体制整備特別事業、勤務環境改善医師派遣等推進事業
	

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	医療機関

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	2024年４月から医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用開されることから、地域での医療提供体制が引き続き確保されるよう、医師の労働時間短縮を進める必要がある。

	
	アウトカム指標
	医師労働時間短縮計画における時間外・休日労働時間が減少した対象医師の割合の増加

	事業の内容
	・医師の労働時間短縮に向けた取組を総合的に実施する事業に必要
な経費を支援する。
・長時間労働医療機関への医師派遣等を行う医療機関の運営等に必
要な経費を支援する。

	アウトプット指標
	【地域医療勤務環境改善体制整備事業、地域医療勤務環境改善体制整備特別事業】
宿日直体制や業務分担を見直した医療機関の割合：10割
【勤務環境改善医師派遣等推進事業】
派遣常勤医数及び派遣非常勤医師数（常勤換算医師数）が維持される医療機関の割合：10割

	アウトカムとアウトプットの関連
	医療機関における勤務体制見直しや派遣引き揚げ抑止により、勤務環境改善が進み、対象医師の時間外・休日労働時間が短縮される。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
3,815,132
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	(千円)
2,543,421
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	(千円)
1,271,711
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	(千円)
3,815,132
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
0
	

	
	基金充当額
（国費）に
おける公民
の別（注１）
	公
	(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	民
	(千円)
2,543,421
	うち過年度残額
(千円)
0

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
0
	うち過年度残額
(千円)
0

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



(2) 事業の実施状況
	別紙1「事後評価」のとおり。




３．計画に基づき実施する事業
　（事業区分３：介護施設等の整備に関する事業）
　（事業区分５：介護従事者の確保に関する事業）
[image: ]

 (1) 事業の内容等
	事業の区分
	３．介護施設等の整備に関する事業

	事業名
	【No.1（介護分）】
大阪府介護施設等整備事業
	【総事業費（計画期間の総額）】
6,888,790千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（介護施設等へ補助）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等のさらなる整備が求められる。

	
	アウトカム指標
	要介護認定者数594,682人（令和8年度推計）に対応した地域包括ケアシステムを構築する。

	事業の内容
	①地域密着型サービス施設等の整備等に対する助成を行う。
②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費等に対して支援を行う。
③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して支援を行う。
④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援
を行う。
⑥新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等への簡易陰圧装置の設置、ゾーニング環境等の整備、多床室の個室化を行う。
⑦介護従事者の働く環境を整備するため、介護施設等に勤務する職員の利用する宿舎整備の支援を行う。

	アウトプット指標
	○第９期計画において定めた数の介護施設等を整備する。
　　　　　　　　　　　　　　　（令和6年度）→（令和8年度）
・地域密着型特別養護老人ホーム　4,308床 → 4,725床
・認知症高齢者グループホーム　 12,808床 → 13,443床
・小規模多機能型居宅介護事業所　3,812人／月→4,210人／月(サービス量)
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 1,467人／月→1,758人／月(サービス量)
○介護施設等において居住環境改善のための改修を行う。（整備予定26か所）
○介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染対策を行う。（整備予定336か所）
○介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備する。（整備予定5か所）

	アウトカムとアウトプットの関連
	地域密着型サービス施設等の整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を進め、地域包括ケアシステムの構築を推進する。安定的なサービス提供環境を整備することにより、地域包括化ケアシステムの構築を推進する。

	事業に要する費用の額
	事業内容
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）（注１）
	基金
	その他
（Ｃ）
（注２）

	
	
	
	国（Ａ）
	都道府県（Ｂ）
	

	
	①地域密着型サービス施設等の整備
	(千円)
3,206,411
	(千円)
2,137,607
	(千円)
1,068,804
	(千円)


	
	②施設等の開設・設置に必要な準備経費
	(千円)
576,689
	(千円)
384,459
	(千円)
192,230
	(千円)


	
	③介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金
	(千円)
5,703
	(千円)
3,802
	(千円)
1,901
	(千円)


	
	④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修
	(千円)
277,588
	(千円)
185,059
	(千円)
92,529
	(千円)


	
	⑥介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
	(千円)
2,794,523
	(千円)
1,863,016
	(千円)
931,507
	(千円)


	
	⑦介護職員の宿舎施設整備
	(千円)
27,876
	(千円)
18,584
	(千円)
9,292
	(千円)


	
	金額
	総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
6,888,790
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
4,592,526
	うち過年度残額
(千円)
1,941,165

	
	
	
	都道府県（Ｂ）
	
(千円)
2,296,264
	うち過年度残額
(千円)
970,583

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
6,888,790
	うち過年度残額
(千円)
2,911,748

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額
（国費）における公民の別
（注３）
（注４）
	公
	(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	
	
	民
	うち受託事業等
(千円)
4,592,526
	うち過年度残額
(千円)
1,941,165

	備考
	


（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。
（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。
（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）基本整備
（中項目）基盤整備
（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等）

	事業名
	【No.2（介護分）】
外国人介護人材適正受入推進事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
176千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	慢性的な人材不足における外国人人材活用の機運の高まり

	
	アウトカム指標：外国人介護人材の適正な受入確保

	事業の内容
	外国人介護人材の現状及び課題等を協議するため、事業者関係者、職能団体等の機関からなる「大阪府外国人介護人材適正受入れ推進連絡会議」を運営する。

	アウトプット指標
	外国人介護人材の円滑な受入れ推進を行うため連絡会議の開催
（1回程度）

	アウトカムとアウトプットの関連
	関係者間で最新情報の共有を行うこと等により、施設での円滑な受入れを促進する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
176
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
117
	うち過年度残額
(千円)
117

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
59
	うち過年度残額
(千円)
59

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
176
	うち過年度残額
(千円)
176

	
	
	その他（Ｃ）
	（千円）

	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
117
	うち過年度残額
(千円)
117

	
	
	民
	
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野」拡大
（小項目）地域における介護のしごと魅力発信事業

	事業名
	【No.3（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
介護職・介護業務の魅力発信事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
7,045千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（公募型プロポーザル最優秀提案事業者へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	介護分野は慢性的な人手不足であり、介護の仕事が社会的に認知・評価され、若い世代の方々を中心に魅力ある職業として選択されるきっかけとなるよう魅力発信を行う。

	
	アウトカム指標：本事業を通じてインターンシップに参加する高校生・大学1・2年生が100人以上。

	事業の内容
	介護職・介護業務の魅力発信、インターンシップ参加促進、YouTubeチャンネルの効果的な広報手法、管理・運営、効果測定

	アウトプット指標
	府内の高校生・大学1・2年生に効果的な手法で魅力発信等を行う。

	アウトカムとアウトプットの関連
	府内の高校生・大学1・2年生に対し、効果的な手法で魅力発信等を行い、インターンシップの参加を促進することで、介護職が職業として選択されるきっかけをつくる。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
7,045
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
4,697
	うち過年度残額
(千円)
4,697

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
2,348
	うち過年度残額
(千円)
2,348

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
7,045
	うち過年度残額
(千円)
7,045

	
	その他（Ｃ）
	(千円)

	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
4,697
	うち過年度残額
(千円)
4,697

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
4,697
	うち過年度残額
(千円)
4,697

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野」拡大
（小項目）地域における介護のしごと魅力発信事業

	事業名
	【No.4（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
市町村等介護人材確保推進事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
4,019千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	市町村

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	市町村における安定した介護従事者の確保・育成に向けた取組みを支援し、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育成を推進する。

	
	アウトカム指標：市町村が行う地域の特色を踏まえた介護人材確保の取組の促進。

	事業の内容
	市町村内で実施される介護の魅力発信のための事業について補助を行う。

	アウトプット指標
	本事業の活用により、府内全域の市町村で各地域の特色に応じた介護人材確保の取組がより一層促進されることを目指す。

	アウトカムとアウトプットの関連
	各市町村のそれぞれの特色を活かした取組事例を横展開し、府内市町村における施策検討に資するような情報提供を図っていく。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
4,019
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
2,679
	うち過年度残額
(千円)
2,679

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
1,340
	うち過年度残額
(千円)
1,340

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
4,019
	うち過年度残額
(千円)
4,019

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)

	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
2,679
	うち過年度残額
(千円)
2,679

	
	
	民
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野」拡大
（小項目）地域における介護のしごと魅力発信事業

	事業名
	【No.5（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
参入促進・魅力発信事業（教育関係機関との連携）
	【総事業費
（計画期間の総額）】
1,257千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	介護人材の不足には、介護職・介護業務のマイナスイメージが先行していることも1つの要因とされる。このため、特に若い世代に対する介護職・介護業務のイメージアップが必要不可欠である。

	
	アウトカム指標：高校生や教員の介護に対する理解促進。

	事業の内容
	教育関係機関と連携し、高校などの教育機関において、福祉、介護に対する理解を進めるための『出前講座』を実施し、積極的に福祉、介護の仕事の魅力を発信する。

	アウトプット指標
	高校『出前講座』について、年間を通して実施する。

	アウトカムとアウトプットの関連
	大学生や高校生など若年者を対象に出前講座を実施。福祉分野が進路の選択肢となるよう、教育関係機関と連携を図る。

	
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	
(千円)
1,257
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
838
	うち過年度残額
(千円)
838

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
419
	うち過年度残額
(千円)
419

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
1,257
	うち過年度残額
(千円)
1,257

	
	
	その他（Ｃ）
	
(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	
	
	民
	
(千円)
838
	うち過年度残額
(千円)
838

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
838
	うち過年度残額
(千円)
838

	備考
	


[bookmark: _Hlk190104962]（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野」拡大
（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした
介護の職場体験等事業

	事業名
	【No.6（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
参入促進・魅力発信事業（職場体験事業）
	【総事業費
（計画期間の総額）】
7,009千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	大阪府内の介護職員は離職率が高く、介護人材を継続して確保するためには、離職防止・定着促進に取り組む必要がある。このため、就労前に介護を体験する機会を設けミスマッチの解消を図る。

	
	アウトカム指標：介護現場の魅力を伝えるとともに、就職後のミスマッチを防ぐ。多様な世代の参入を促進する。

	事業の内容
	・職場体験及びインターンシップを実施する。
・一般大学等への福祉就職ガイダンスを行い、介護職場を体験してもらうツールとしてインターンシップまたは職場体験ツアーを開催する。
・一般大学生を対象としたインターンシップモデルを構築する。
・受入事業所における職場体験プログラムの質の向上を図るため、受入マニュアル・好事例集の作成や研修会を実施する。

	アウトプット指標
	・職場体験・インターンシップを年間通して実施する。
・一般大学生、高校生向け職場体験ツアーを2回程度開催する。
・一般大学生向けインターンシップモデルを構築し、大学で周知
を行う。
・受入事業所向け研修を2回程度開催する。

	アウトカムとアウトプットの関連
	・福祉、介護分野における職場体験を通じて実際の職場の雰囲気や介護職等の業務内容を直接知ることにより、求人側・求職側のギャップを埋め、円滑な人材確保の促進とミスマッチの防止を図る。
・職場教育、進路選択の参考となるよう、一般大学生、高校生を対象にインターンシップや職場体験ツアーを行うことで、介護現場の魅力を発信する。
・受入事業所における職場体験プログラムの質の向上を図り、多様な世代の参入を図る。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
7,009
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
4,673
	うち過年度残額
(千円)
4,673

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
2,336
	うち過年度残額
(千円)
2,336

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
7,009
	うち過年度残額
(千円)
7,009

	
	
	その他（Ｃ）
	
(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
4,673
	うち過年度残額
(千円)
4,673

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
4,673
	うち過年度残額
(千円)
4,673

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野」拡大
（小項目）地域の支え合い・助け合い活動に係る担い手確保事業
イ　助け合いによる生活支援の担い手の養成事業

	事業名
	【No.7（介護分）】
大阪ええまちプロジェクト事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
23,113千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（認定NPO法人サービスグラントへ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、生活支援の担い手となる生活支援体制整備を担当する市町村職員及び生活支援コーディネーター、地域団体等とのネットワークを強化し、活動の充実・活性化を促すことで、住民ボランティア等による多様な担い手のすそ野を広げる。

	
	アウトカム指標：住民ボランティア等による多様なサービスの創出

	事業の内容
	地域づくり関係者に向けて地域活動やボランティア活動の魅力等を伝え地域を超えた連携を推進するため、ウェブサイトを活用し、地域づくり関係者の連携強化や助け合い等の担い手確保に向けた情報発信を行う。
また、高齢者の生きがいづくり・介護予防等の推進に向けた気運醸成、地域に潜在している住民の互助活動の掘り起しや、支え合い活動等を実施する団体の伴走型支援を行う。支援終了後は支援方法のベストプラクティスを収集し、それらのノウハウを地域づくり関係者への研修等を行うことを通じ、助け合い、支え合い等の担い手の養成等を実施。
さらに、助け合い活動に興味関心のある参加者を対象に開催する大交流会においては、府内の先進事例等を紹介するとともに、やりがいやノウハウ等を伝え、その後助け合い活動等に参加したい場合はオンラインで登録できるように受け入れ体制を整備し、担い手を直接募集、確保することを目指す。

	アウトプット指標
	地域貢献団体等・ボランティア説明会回数　15回
担い手等向け説明会、研修受講者数　100名
地域づくり関係者の集う大交流会参加者数　300名

	アウトカムとアウトプットの関連
	アクティブシニア等の地域活動の担い手の掘り起しや、地域団体が抱える運営上の課題について、プロボノを活用した伴走型支援により成果物を提供し運営基盤強化を図る。また、その支援ノウハウを蓄積し、研修や特設WEBサイトで生活支援コーディネーターや地域団体に共有化することにより、担い手を確保し、府内の各地域において多様な主体による多様なサービス創出を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
23,113
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
15,409
	うち過年度残額
(千円)
15,409

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
7,704
	うち過年度残額
(千円)
7,704

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
23,113
	うち過年度残額
(千円)
23,113

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
15,409
	うち過年度残額
(千円)
15,409

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
15,409
	うち過年度残額
(千円)
15,409

	備考
	本件事業に関しては上記事業内容のとおり、生活支援コーディネーターの養成は対象としていない。そのため、生活支援コーディネーター養成研修については事業№23で実施し、本件事業に要する経費には、生活支援コーディネーターの養成に要する費用は含まれていない。


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野」拡大
（小項目）地域の支え合い・助け合い活動に係る担い手確保事業
ロ　地域の支え合い・助け合い活動継続のための事務手続き等支援事業

	事業名
	【No.8（介護分）】
老人クラブ事務手続き等支援事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
5,265千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域（政令市を除く）

	事業の実施主体
	大阪府（一般財団法人　大阪府老人クラブ連合会へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	会長等役員の後継者のなり手がなく老人クラブが休止・解散に追い込まれ、地域住民のつながりが弱まる状況にあることから、老人クラブの維持・活性化が求められている。

	
	アウトカム指標：老人クラブの抱える課題を把握し事務作業をサポートすることで、老人クラブの維持・活性化を図る。

	事業の内容
	老人クラブの事務作業をサポートすることにより、老人クラブ活動を支援するため、老人クラブを対象とする相談会の実施及び老人クラブ活動支援委員会を設置する。

（１）市町村ごとの相談会の開催
　　補助金申請書類、活動記録、事業計画・報告、広報誌作成等にかかる事務作業をサポートする。

（２）説明会及び講習会の開催
　　上記相談会を開催するにあたり、市町村老連及び市町村老人クラブ担当課を対象とした事業説明、活動継続に関する講義及び好事例紹介

（３）サポートリーダーの養成
有識者のアドバイザー派遣等により、実務を行う担当者を直接支援し、事務作業をサポートできるリーダーを養成する。

（４）老人クラブ活動支援委員会の設置・開催
　　老人クラブ活動に詳しい有識者等で構成する老人クラブ活動支援委員会を設置。事務作業面でのサポートを検討し、活動マニュアルを作成する。



	アウトプット指標
	・説明会及び講習会の開催：1回
・市町村老連での相談会の開催：14市町村
・サポートリーダーの養成：21市町村、30回
・老人クラブ活動支援委員会の開催：3回

	アウトカムとアウトプットの関連
	相談会により老人クラブの抱える課題を把握し、老人クラブの活動を個別具体的に支援することで、老人クラブの維持・活性化を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
5,265
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
3,510
	うち過年度残額
(千円)
3,510

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
1,755
	うち過年度残額
(千円)
1,755

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
5,265
	うち過年度残額
(千円)
5,265

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
3,510
	うち過年度残額
(千円)
3,510

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
3,510
	うち過年度残額
(千円)
3,510

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）参入促進のための研修支援
（小項目）介護未経験者に対する研修等支援事業

	事業名
	【No.9（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
介護分野への就労・定着支援事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
8,765千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	府域における安定した介護従事者の確保・育成に向けた支援体制の構築を図る。

	
	アウトカム指標：介護未経験・無資格者の参入・定着促進

	事業の内容
	介護保険施設等を運営する法人が、雇用している職員に対し、初任者研修又は実務者研修を受講させる研修経費を支援する。

	アウトプット指標
	未経験・無資格者の初任者研修又は実務者研修の受講を促進する

	アウトカムとアウトプットの関連
	未経験・無資格者の介護分野への新規参入及び定着を図ることによる、介護分野の慢性的な人材不足の改善


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
8,765
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
5,843
	うち過年度残額
(千円)
5,843

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
2,922
	うち過年度残額
(千円)
2,922

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
8,765
	うち過年度残額
(千円)
8,765

	
	
	その他（Ｃ）
	
(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
5,843
	うち過年度残額
(千円)
5,843

	
	
	民
	
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
	うち過年度残額
(千円)


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）地域のマッチング機能強化
（小項目）多様な人材層（若者、女性、高齢者）の参入促進事業
イ　多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能強化事業

	事業名
	【No.10（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
マッチング力の向上事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
70,534千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	府域における安定した介護従事者の確保・育成に向けた支援体制の構築が必要。

	
	アウトカム指標：介護人材のすそ野の拡大、介護業界へのマッチングによる多様な層の参入

	事業の内容
	（主な取り組み）
・就職フェアの開催。
（R5年度実績：出展法人178法人、484人が参加）
・地域で開催される就職説明会・セミナー等に参画する。
・研修事業者等への就職ガイダンスや初任者研修修了者向けの合同面接会を開催することにより、初任者研修修了者等資格取得者の円滑な受入れに向けた働きかけを行う。
・『離職した介護福祉士等の届出制度』により、届出のあった離職者に対して、再就業に向けた情報の提供等を行う等の就業支援を実施する。

	アウトプット指標
	・ハローワークとの連携による相談会やセミナーを30回開催する。
・府内市町村主催の就職イベントへ30回参画する。
・就職フェアを年1回開催する。
・初任者研修養成施設等への就職ガイダンスを、80事業所で行う。
・合同面接会を4回開催する。
・合同面接会に合わせたミニセミナーを4回開催する。


	アウトカムとアウトプットの関連
	・ハローワークと協働でセミナー及び就職説明会を行うことにより、地域の介護人材確保の機運の醸成を図る。
・就職フェアの開催等、一般学生と福祉施設、法人とのマッチングの機会を確保し、介護人材のすそ野を広げる。
・資格取得者への働きかけを行い、マッチングの促進を図る。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
70,534
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
47,023
	うち過年度残額
(千円)
47,023

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
23,511
	うち過年度残額
(千円)
23,511

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
70,534
	うち過年度残額
(千円)
70,534

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
47,023
	うち過年度残額
(千円)
47,023

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
47,023
	うち過年度残額
(千円)
47,023


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野」拡大
（小項目）介護に関する入門的研修、生活援助従事者研修の受講等支援事業
イ　介護に関する入門的研修の実施等からマッチングまでの一体的支援事業

	事業名
	【No.11（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
介護助手導入支援事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
6,938千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（セントスタッフ株式会社へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	多様化・複雑化する介護ニーズに、限られた人材で対応するため、多様な働き方、介護職員の業務負担軽減、柔軟な勤務形態の実現を図る必要がある。

	
	アウトカム指標：導入した施設における介護職員の離職率低下

	事業の内容
	・事業の周知を行い、介護助手希望者及び介護助手導入施設を募集する。
・求職者に対し、介護に関する入門的な知識や技術を習得するための研修を行う。
・導入施設に対し、介護助手の円滑な導入に向けた説明会を開催する。
・求職者と導入施設とのマッチングを行い、その後、就労定着状況等を調査する。

	アウトプット指標
	介護周辺業務を担う人材の確保（介護助手の就職者100名）

	アウトカムとアウトプットの関連
	介護助手を導入することで、介護職員が介護業務に専念できる環境を整備し、介護職員の業務負担軽減及び業務効率化を図り、介護職員の定着と介護人材の確保につなげる。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
6,938
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
4,625
	うち過年度残額
(千円)
4,625

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
2,313
	うち過年度残額
(千円)
2,313

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
6,938
	うち過年度残額
(千円)
6,938

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
4,625
	うち過年度残額
(千円)
4,625

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
4,625
	うち過年度残額
(千円)
4,625


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野」拡大
（小項目）外国人留学生及び１号特定技能外国人の受入環境整備事業
ロ　外国人留学生及び１号特定技能外国人のマッチング支援事業

	事業名
	【No.12（介護分）】
外国人介護人材マッチング支援事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
13,182千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（公募型プロポーザル最優秀提案事業者へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	慢性的な人材不足における外国人人材活用の機運の高まり

	
	アウトカム指標：受入れ施設と就労希望者のマッチング数

	事業の内容
	外国人介護人材受入れに向けた制度等の理解促進と不安の解消を図り、介護分野の特定技能により府内の介護現場での就労を希望する者及び将来特定技能として就労予定である現地大学に在籍する日本の介護施設でのインターンシップを希望する学生の府内介護施設等とのマッチングを支援する。

	アウトプット指標
	説明会参加施設数約50施設
特定技能就労希望者約50名

	アウトカムとアウトプットの関連
	介護分野の特定技能により府内の介護現場での就労を希望する者と府内介護施設とのマッチングを支援することで、外国人介護人材の受入促進と介護不足の低減につなげる。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
13,182
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
8,788
	うち過年度残額
(千円)
8,788

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
4,394
	うち過年度残額
(千円)
4,394

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
13,182
	うち過年度残額
(千円)
13,182

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
8,788
	うち過年度残額
(千円)
8,788

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
8,788
	うち過年度残額
(千円)
8,788


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野」拡大
（小項目）介護分野への就職に向けた支援金貸付事業
イ  福祉系高校修学資金貸付事業　

	事業名
	【No.13（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
福祉系高校修学資金貸付事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
22,452千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	（社福）大阪府社会福祉協議会

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	福祉系高校の学生については、資格取得後の介護職としての定着率は非常に高く、こうした福祉系高校に通う学生への支援を行うことにより、将来、介護人材として活躍する人材を確保する。

	
	アウトカム指標：若者の介護分野への参入促進、定着を図る。

	事業の内容
	若者の介護分野への参入促進を行うため、福祉系高校の学生に対して修学や就職の準備に必要な経費について、返済免除付きの支援金の貸付を行う。

	アウトプット指標
	貸付計画人数114人

	アウトカムとアウトプットの関連
	本制度の周知PRにより、若者の介護人材の確保・定着につなげる。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
22,452
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
14,968
	うち過年度残額
(千円)
14,968

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
7,484
	うち過年度残額
(千円)
7,484

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
22,452
	うち過年度残額
(千円)
22,452

	
	
	その他（Ｃ）
	
(千円)


	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)

	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
14,968
	うち過年度残額
(千円)
14,968

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
14,968
	うち過年度残額
(千円)
14,968


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）参入促進
（中項目）介護人材の「すそ野」拡大
（小項目）介護分野への就職に向けた支援金貸付事業
ロ  介護分野就職支援金貸付事業

	事業名
	【No.14（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
介護分野就職支援金貸付事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
17,576千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	（社福）大阪府社会福祉協議会

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、離職や失業を余儀なくされた他業種で働いていた方等を介護分野における介護職の新たな人材として確保を図る。

	
	アウトカム指標：幅広く新たな介護人材の確保・定着を図る。

	事業の内容
	他分野から介護職への参入促進を行うため、他業種で働いていた者等が介護分野における介護職として就職する際に、返還免除付きの支援金の貸付を行う。

	アウトプット指標
	貸付計画人数　70人

	アウトカムとアウトプットの関連
	本制度の周知PRにより、新たな介護人材の確保・定着につなげる。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
17,576
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
11,717
	うち過年度残額
(千円)
11,717

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
5,859
	うち過年度残額
(千円)
5,859

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
17,576
	うち過年度残額
(千円)
17,576

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
11,717
	うち過年度残額
(千円)
11,717

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
11,717
	うち過年度残額
(千円)
11,717


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）キャリアアップ研修の支援
（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業
　　　　　イ　多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

	事業名
	【No.15（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
市町村等介護人材確保推進事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
3,531千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	市町村

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	市町村における安定した介護従事者の確保・育成に向けた取組みを支援し、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育成を推進する。

	
	アウトカム指標：市町村が行う地域の特色を踏まえた介護人材確保の取組の促進。

	事業の内容
	地域の介護人材の育成・定着促進、介護サービスの質の向上を図るために、各市町村内で地域の実情に応じて実施される、キャリアアップ支援のために各段階に応じた技能の習得等を目的とした階層別研修等のような多様な人材層に対するキャリアアップ研修のための事業について補助を行う。

	アウトプット指標
	本事業の活用により、府内全域の市町村で各地域の特色に応じた介護人材確保の取組がより一層促進されることを目指す。

	アウトカムとアウトプットの関連
	各市町村のそれぞれの特色を活かした取組事例を横展開し、府内市町村における施策検討に資するような情報提供を図っていく。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
3,531
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
2,354
	うち過年度残額
(千円)
2,354

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
1,177
	うち過年度残額
(千円)
1,177

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
3,531
	うち過年度残額
(千円)
3,531

	
	
	その他（Ｃ）
	
(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
2,354
	うち過年度残額
(千円)
2,354

	
	
	民
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
	うち過年度残額
(千円)


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）キャリアアップ研修の支援
（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業  イ　多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

	事業名
	【No.16（介護分）】
介護情報・研修センター事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
12,180千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（（公社）関西シルバーサービス協会へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	介護従事者等の介護技術の向上を図り、良質な介護サービスを提供するため、質の高い人材を安定的に確保、育成することが必要。

	
	アウトカム指標：介護職員の資質の向上

	事業の内容
	介護・福祉等の専門職員等を対象とした福祉用具等を活用した研修や、介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修専門相談を実施する。

	アウトプット指標
	・介護・福祉等の専門職員等を対象とした福祉用具等を活用した研修
・介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修や専
門相談を実施（目標受講人数：2,000人（講座数：40講座））

	アウトカムとアウトプットの関連
	介護・福祉等の専門職員等を対象とした、福祉用具等を活用した研修や、介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修及び専門相談を実施することで、介護職員の資質の向上を図る。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
12,180
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
8,120
	うち過年度残額
(千円)
8,120

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
4,060
	うち過年度残額
(千円)
4,060

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
12,180
	うち過年度残額
(千円)
12,180

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
8,120
	うち過年度残額
(千円)
8,120

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
8,120
	うち過年度残額
(千円)
8,120


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）キャリアアップ研修の支援
（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業
イ　多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

	事業名
	【No.17（介護分）】
職員研修支援事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
41,412千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（福祉と人権の研修ネットワークおおさか共同企業体へ委託、（社福）大阪府社会福祉協議会に補助）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	介護人材の資質向上や職場定着を促進するため、福祉施設職員の専門的な知識・ノウハウの習得を図る機会や、職員の定着を目的とした小規模事業者に対する研修機会の確保を図る。

	
	アウトカム指標：介護職員の資質の向上

	事業の内容
	民間社会福祉施設・事業所職員を対象に、業務上必要な知識、技術及び教養を高める研修として、職務段階別・テーマ別の研修を実施する。また階層別研修として、職員のキャリア形成支援のための、職階ごとの技能、役割を習得する「福祉職員キャリアパス対応生涯学習研修」を実施する。

	アウトプット指標
	民間社会福祉施設・事業所職員の知識・資質向上・スキルアップ等及び優れた人材の確保・育成・定着促進を図るための研修を実施（目標受講人数10,000人）

	アウトカムとアウトプットの関連
	民間社会福祉施設・事業所職員の資質や人権意識の向上等を図り、質の高い福祉サービスを提供できる優れた人材の確保・育成を行うことで、事業所における福祉人材の職場定着につなげる。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
41,412
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
27,608
	うち過年度残額
(千円)
27,608

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
13,804
	うち過年度残額
(千円)
13,804

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
41,412
	うち過年度残額
(千円)
41,412

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
27,608
	うち過年度残額
(千円)
27,608

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
27,608
	うち過年度残額
(千円)
27,608


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）キャリアアップ研修の支援
（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業
イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

	事業名
	【No.18（介護分）】
新しい生活様式に対応した口腔保健指導
推進事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
6,058千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域

	事業の実施主体
	大阪府歯科医師会

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	今後、増加が見込まれる要介護者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。新しい生活様式に対応した口腔保健指導にかかる研修を実施し、知識等を備えた介護従事者等を600名増やす。


	
	アウトカム指標： 
訪問歯科診療の実施件数の増加9.7%以上（医療施設調査）

	事業の内容
	・事業目的
現在、訪問介護等を行う介護従事者は　機能的口腔ケア（咀嚼訓練等）を行う知識や経験が少なく、誤嚥性肺炎やフレイル（身体機能の虚弱）を引き起こす要因のひとつになっており、人材の育成が必要である。
・事業概要
新しい生活様式に対応した口腔保健指導（咀嚼訓練等）用教材を作成するとともに、口腔ケアについて精通した歯科医師、歯科衛生士が、介護従事者等に対し、研修を行うことにより、新しい生活様式に対応した口腔ケアの知識等を備えた介護従事者等の養成を図る。

	アウトプット指標
	研修受講者数（600名見込み）

	アウトカムとアウトプットの関連
	新しい生活様式に対応した口腔ケアの知識等を備えた介護従事者等を育成・確保し、在宅歯科医療の提供体制を強化することで、訪問診療の実施件数の増加を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
6,058
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
4,039
	うち過年度残額
(千円)
4,039

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
2,019
	うち過年度残額
(千円)
2,019

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
6,058
	うち過年度残額
(千円)
6,058

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	
	
	民
	
(千円)
4,039
	うち過年度残額
(千円)
4,039

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
4,039
	うち過年度残額
(千円)
4,039

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）潜在有資格者の再就業促進
（小項目）潜在介護福祉士等の再就業促進事業

	事業名
	【No.19（介護分）】
介護人材確保・職場定着支援事業
潜在介護福祉士等再就業支援事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
2,769千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（（公社）大阪介護福祉士会へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	介護人材の不足を解消するためには、即戦力として期待される復帰意志のある潜在介護福祉士が円滑に再就業できる支援が必要。
また、介護福祉士のうち介護に従事している者は7割(令和2年度)であり、潜在介護福祉士の再就職支援の取組が必要とされる。

	
	アウトカム指標：潜在介護福祉士の再就業による、介護分野への即戦力としての人材の確保

	事業の内容
	資格を有しながら福祉・介護分野に就業していない介護福祉士等に対し、知識や技術の再確認・再習得のための研修の実施と再就業に向けた支援を行う。

	アウトプット指標
	研修参加者：100名

	アウトカムとアウトプットの関連
	資格を有しながら福祉・介護分野に就業していない介護福祉士の再就業支援を行うことで、介護分野に即戦力としての人材確保を図る。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
2,769
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
1,846
	うち過年度残額
(千円)
1,846

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
923
	うち過年度残額
(千円)
923

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
2,769
	うち過年度残額
(千円)
2,769

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
1,846
	うち過年度残額
(千円)
1,846

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
1,846
	うち過年度残額
(千円)
1,846


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等
　　　　　イ　認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業

	事業名
	【No.20（介護分）】
認知症ケア人材育成事業（大阪府）
	【総事業費
（計画期間の総額）】
23,725千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府他（（社福）大阪府社会福祉協議会等へ委託他）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	2020年には39.9万人であった有病者数が、2040年には、53.1万人となると予測され、20年間で13万人増加することが見込まれる。

	
	アウトカム指標：認知症の対応力向上（アウトプット指標（目標値）に対する結果（達成値）から判断）

	事業の内容
	以下の研修等を実施する。
・認知症対応型サービス事業開設者研修（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託）
・認知症対応型サービス事業管理者研修(同上）
・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修(同上）
・認知症指導者フォローアップ研修（認知症介護研修研究大府センターが実施する研修への推薦）
・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターが実施する研修への推薦）
・認知症サポート医フォローアップ研修（大阪府医師会へ委託）
・かかりつけ医認知症対応力向上研修（同上）
・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修
・歯科医師認知症対応力向上研修（大阪府歯科医師会へ委託）
・薬剤師認知症対応力向上研修（大阪府薬剤師会へ委託）
・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府看護協会へ委託）
・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（大阪府看護協会・大阪府歯科衛生士会へ委託）
・認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修
・認知症地域支援推進員フォローアップ研修

	アウトプット指標
	


	アウトカムとアウトプットの関連
	・大阪府内における高齢者介護実務者やその指導者的立場にある者に対し、認知症高齢者の介護に関する実践的研修等を実施し、介護サービスの充実を図る。
・認知症の発症初期から状況に応じて医療と介護が一体となった認知症への支援体制の構築、病院での認知症の人の手術や処置等の適切な実施の確保を図る。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
23,725
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
15,817

	うち過年度残額
(千円)
15,817

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
7,908

	うち過年度残額
(千円)
7,908

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
23,725
	うち過年度残額
(千円)
23,725

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
5,511
	うち過年度残額
(千円)
5,511

	
	
	民
	
(千円)
10,306
	うち過年度残額
(千円)
10,306

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
10,306
	うち過年度残額
(千円)
10,306

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等
　　　　　イ　認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業

	事業名
	【No.21（介護分）】
認知症ケア人材育成事業（大阪市）
	【総事業費
（計画期間の総額）】
　7,309千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪市全域

	事業の実施主体
	大阪市他（大阪市社会福祉協議会等へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	大阪市はひとり暮らし高齢者が政令指定都市の中で最も多く、令和5年4月1日現在、高齢者人口は676,867人、そのうち認知症高齢者数（日常生活自立度Ⅱ以上）が85,993人となっている。高齢化の進展に伴い今後も認知症高齢者数の増加が見込まれており、医療・介護従事者の認知症対応力のさらなる向上が求められている。

	
	アウトカム指標：認知症の対応力向上（アウトプット指標（目標値）に対する結果（達成値）から判断）

	事業の内容
	以下の研修等を実施する。
・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪市社会福祉協議会へ委託）
・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上）
・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上）
・認知症介護指導者フォローアップ研修（認知症介護研究・研修大府センターへ委託）
・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターへ委託）
・認知症サポート医フォローアップ研修（大阪府医師会へ委託）
・かかりつけ医認知症対応力向上研修（同上）
・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（本市直営）
・歯科医師認知症対応力向上研修（大阪府歯科医師会へ委託）
・薬剤師認知症対応力向上研修（大阪府薬剤師会へ委託）
・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府看護協会へ委託）
・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（本市直営）

	アウトプット指標
		　
	研修名称
	目標開催数
	目標受講人数

	1
	認知症対応型サービス事業開設者研修
	２回
	72人

	2
	認知症対応型サービス事業管理者研修
	２回
	100人

	3
	小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
	２回
	72人

	4
	認知症介護指導者フォローアップ研修
	－
	3人

	5
	認知症サポート医養成研修
	－
	20人

	6
	認知症サポート医フォローアップ養成研修
	２回
	200人

	7
	かかりつけ医認知症対応力向上研修
	１回
	136人

	8
	病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修
	１回
	500人

	9
	歯科医師認知症対応力向上研修
	１回
	80人

	10
	薬剤師認知症対応力向上研修
	１回
	200人

	11
	看護職員認知症対応力向上研修
	１回
	130人

	12
	病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修
	１回
	500人




	アウトカムとアウトプットの関連
	・大阪市内における高齢者介護実務者やその指導者的立場にある者に対し、認知症高齢者の介護に関する実践的研修等を実施し、介護サービスの充実を図る。
・認知症の発症初期から状況に応じて医療と介護が一体となった認知症への支援体制の構築、病院での認知症の人の手術や処置等の適切な実施の確保を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
7,309
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
3,654
	うち過年度残額
(千円)
3,654

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
1,828
	うち過年度残額
(千円)
1,828

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
5,482
	うち過年度残額
(千円)
5,482

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
1,827
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
3,654
	うち過年度残額
(千円)
3,645

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
3,654
	うち過年度残額
(千円)
3,654

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等
　　　　　イ　認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業

	事業名
	【No.22（介護分）】
[bookmark: 認知症ケア人材育成事業]認知症ケア人材育成事業（堺市）
	【総事業費
（計画期間の総額）】
3,836千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	堺市

	事業の実施主体
	堺市（社会福祉法人大阪府社会福祉事業団へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日から令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	高齢化の進行に伴い、認知症の方の数は、今後も増加し続けると見込まれている。こうした中、本人主体の原則の下で容態に応じた適時、適切な医療、介護を提供するため、認知症支援に携わる医療・介護従事者等の認知症への対応力の専門性の向上が求められる。

	
	アウトカム指標：認知症の対応力の向上（アウトプット指標（目標値）に対する結果（達成値）から判断）

	事業の内容
	以下の研修等を実施する。
・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪府社会福祉事業団に委託）
・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上）
・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上）
・認知症介護指導者フォローアップ研修（大府センター）
・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターが実施する研修へ推薦）
・認知症サポート医フォローアップ研修
・かかりつけ医認知症対応力向上研修
・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（大阪府社会福祉事業団へ委託）
・歯科医師認知症対応力向上研修
・薬剤師認知症対応力向上研修
・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府社会福祉事業団へ委託）
・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（同上）

	アウトプット指標
		　
	研修名称
	目標開催数
	目標受講人数

	1
	認知症対応型サービス事業開設者研修
	1回
	10人

	2
	認知症対応型サービス事業管理者研修
	1回
	30人

	3
	小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
	1回
	20人

	4
	認知症介護指導者フォローアップ研修
	―
	1人

	5
	認知症サポート医養成研修
	―
	5人

	6
	認知症サポート医フォローアップ養成研修
	1回
	30人

	7
	かかりつけ医認知症対応力向上研修
	1回
	40人

	8
	病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修
	1回
	30人

	9
	歯科医師認知症対応力向上研修
	1回
	30人

	10
	薬剤師認知症対応力向上研修
	1回
	30人

	11
	看護職員認知症対応力向上研修
	1回
	30人

	12
	病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修
	1回
	30人




	アウトカムとアウトプットの関連
	・堺市内における高齢者介護実務者やその指導的立場にある者等に対し、認知症高齢者の介護に関する実践的研修等を実施し、介護サービスの充実を図る。
・認知症の発症初期から状況に応じて医療と介護が一体となった認知症への支援体制の構築、病院での認知症の人の手術や処置等の適切な実施の確保を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
3,836
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
1,918
	うち過年度残額
(千円)
1,918

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
959
	うち過年度残額
(千円)
959

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
2,877
	うち過年度残額
(千円)
2,877

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
959
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
1,918
	うち過年度残額
(千円)
1,918

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
1,918
	うち過年度残額
(千円)
1,918

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。
	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業

	事業名
	【No.23（介護分）】
大阪ええまちプロジェクト事業
（生活支援コーディネーター養成事業分）
	【総事業費
（計画期間の総額）】
676千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（認定NPO法人サービスグラントへ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、生活支援の担い手となる生活支援コーディネーター同士のネットワークを強化し、活動の充実・活性化を促すことで、生活支援コーディネーターを養成するとともに資質の向上を図る。

	
	アウトカム指標：住民やボランティア等による多様な支え合い活動の創出

	事業の内容
	生活支援コーディネーター間の情報共有や地域を超えた連携を推進するためウェブサイトでの情報発信や研修会等を開催。また、大阪ええまちプロジェクトで実施する高齢者の生きがいづくり・介護予防等の推進に向けた気運醸成、地域に潜在している住民の互助活動の掘り起しや団体の伴走型支援等の実績について、ベストプラクティスを収集し、蓄積した上で生活支援コーディネーターへの研修や情報提供を行う。

	アウトプット指標
	研修参加者数　100名
研修開催回数　2回

	アウトカムとアウトプットの関連
	アクティブシニア等の地域活動の担い手の掘り起しや、その支援ノウハウを蓄積し、研修や特設WEBサイトで生活支援コーディネーターや地域団体に共有化することにより、府内の各地域において多様な主体による多様なサービス創出を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
676
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
451
	うち過年度残額
(千円)
451

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
225
	うち過年度残額
(千円)
225

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
676
	うち過年度残額
(千円)
676

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
451
	うち過年度残額
(千円)
451

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
451
	うち過年度残額
(千円)
451

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	
事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケアシステム構築のための広域的人材養成
（小項目）地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業

	事業名
	【No.24（介護分）】
介護予防活動強化推進事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
21,637千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	・大阪府全域
・重点支援市町（4市町）
・大阪府アドバイザー派遣希望市町（11市町・保険者）

	事業の実施主体
	大阪府（一部は（公社）理学療法士会等へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	大阪府においては、年齢調整後の要介護認定率が全国一高く、被保険者1人当たりの介護費も全国平均に比べても高いことから、保険者が主体となった介護予防・自立支援の取組の強化が求められている。

	
	アウトカム指標：「短期集中予防サービス」を軸とした介護予防ケアマネジメントの実現

	事業の内容
	１．重点支援市町が「短期集中予防サービス」を軸とした各事業
の課題や重点的優先的に取り組む内容を整理し、効果的に実施
できるよう支援する。
２．市町村・地域包括支援センターへ研修会等を開催し、市町村
における自立支援、介護予防・重度化防止の取組を支援する。
３．市町村ごとに異なる総合事業の方針を踏まえた市町村支援が
できる専門職の養成・育成を図り、各専門職の資質向上と多職
種連携の強化を図る。

（１）通所型サービスC型を軸とした介護予防ケアマネジメントの推進
①重点支援市町における短期集中予防サービスカンファレンス等の実施
・重点支援市町のロードマップ作成や地域課題に合わせたスーパーバイズ
②介護予防活動強化推進事業戦略会議
・重点支援市町における介護予防ケアマネジメント、地域ケア会議、短期集中予防サービス等の各事業の連動による成功事例の創出に向け、スーパーバイザーの助言を得て戦略策定と進捗状況を共有し、事業の推進を図る。また、重点支援市町における取組の成果を府内全市町村で共有し、施策の推進を図る。
　③短期集中予防サービス実務者研修
　　・重点支援市町が短期集中予防サービスを先進的に実施している事業所の複合的なプログラムを学び、効果的な短期集中予防サービスを実施する。

（２）大阪府アドバイザー等の重点支援市町等への派遣
　①大阪府アドバイザーの市町村への派遣
　　（ア）重点支援市町への派遣
　　（イ）その他市町村の求めに応じた派遣
      ・地域ケア会議・短期集中予防サービスの立ち上げ・運営等の技術的な支援を行う。
　②生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣
　　・「生活課題アセスメント訪問指導者養成スクール（入門コース）修了者を重点支援市町等へ派遣。ケアマネジャーと総合事業対象者・要支援者の自宅に訪問し、生活行為（IADL等）の評価等によりケアマネジャーの効果的な介護予防ケアマネジメントを支援するとともに、市町村と連携して介護予防事業の取組を支援する。

（３）介護予防の推進に資する指導者等の養成
　①介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会
 ・市町村の自立支援型地域ケア会議や住民運営の通いの場等
に、専門職団体から派遣するシステム運用にかかる連絡調整
    ・専門職の指導者等養成についての意見交換
　②介護予防に資する指導者等養成研修会の開催
　　・市町村が実施する介護予防事業を支援する専門職の指導者等を養成。
　　（ア）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士・栄養士対象研修会
・リハビリ専門職研修（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）
・多職種合同研修（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士）
・生活課題アセスメント訪問指導者養成スクール
（入門・実践コース）
（1） 管理栄養士・栄養士、歯科衛生士対象研修会

（４）介護予防ケアマネジメント推進研修
　・介護予防の取組を推進するために、府内全市町村・地域包括
支援センター職員、ケアマネジャー、事業所職員等を対象に
研修会を開催。
1 介護予防ケアマネジメント担当者研修
2 全体研修により成功事例を府内市町村で共有する
3 短期集中予防サービス実施市町村意見交換会

	アウトプット指標
	・市町村職員や包括支援センター職員等に対する研修会の開催：15回
・大阪府アドバイザーの市町村への派遣：50回
・生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣：100回
・介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会の開催：3回
・専門職の養成：リハビリ専門職200名、
管理栄養士・栄養士、歯科衛生士200名
・生活課題アセスメント訪問指導者養成：入門コース30名、
実践コース30名
・介護予防ケアマネジメント推進研修会の開催：3回

	
アウトカムとアウトプットの関連
	市町村・地域包括支援センター・介護サービス事業所職員対象の研
修会や、介護予防事業を支援する専門職の養成・派遣により、市町
村や地域包括支援センターにおける効果的な介護予防や高齢者の
自立支援に係る施策を推進する。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
21,637
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
14,425
	うち過年度残額
(千円)
14,425

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
7,212
	うち過年度残額
(千円)
7,212

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
21,637
	うち過年度残額
(千円)
21,637

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	
	
	民
	
(千円)
14,425
	うち過年度残額
(千円)
14,425

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
7,646
	うち過年度残額
(千円)
7,646


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業

	事業名
	【No.25（介護分）】
[bookmark: 地域包括ケア等充実・強化支援事業]地域包括ケア充実・強化支援事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
419千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、地域ケア会議の充実や地域包括支援センター職員等関係者の資質向上が求められる。

	
	アウトカム指標：
・５つの機能（個別課題の解決、ネットワーク構築、地域課題の抽出、社会資源の把握、施策形成）を満たした地域ケア会議を府内全市町村で展開することにより、自助・互助・共助・公助を組み合わせた地域包括ケア体制を構築。

	事業の内容
	・地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、その中心となる市町村職員や地域包括支援センター職員のスキルアップを図るとともに、都道府県が全体的なビジョンを市町村に示し市町村格差が広がらないよう研修を行う。

	アウトプット指標
	・地域包括ケア充実・強化支援研修を1回実施する。

	アウトカムとアウトプットの関連
	上記研修を実施し、府内市町村において地域包括ケアシステムが深化・推進されるよう支援する。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
419
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
279
	うち過年度残額
(千円)
279

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
140
	うち過年度残額
(千円)
140

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
419
	うち過年度残額
(千円)
419

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
279
	うち過年度残額
(千円)
279

	
	
	民
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業

	事業名
	【No.26（介護分）】
大阪府広域医療介護連携事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
4,524千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府他（（株）富士通総研へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	地域包括ケアシステムの重要な柱の一つである医療と介護の連携については、多職種間の相互理解や情報の共有が十分にできていないなど、必ずしも円滑に連携がなされていないという課題がある。
このため、医療・介護の多職種の連携が地域で広く展開できるよう連携の推進に向けた取組みを充実する必要がある。

	
	アウトカム指標：
1 在宅医療・介護連携推進事業における市町村のPDCAサイクルに沿った事業マネジメントの向上
2 医療と介護サービスが相互に連携し合いながら切れ目なく提供されるよう多職種連携を促進

	事業の内容
	1 市町村がPDCAサイクルに沿った在宅医療・介護連携推進事業の取組みにおける事業マネジメント向上を目的とした研修の実施（（株）富士通総研へ委託）。
2 市町村の実態把握のためのヒアリング調査を実施。市町村担当者会議を通して、市町村の好事例の報告、取組の共有を実施。

	アウトプット指標
	1 市町村職員や医介連携コーディネーターを対象とする実践的研修会を2回実施。
② 市町村担当者会議を年に１回実施。

	アウトカムとアウトプットの関連
	1 事業マネジメントの基本的考え方やデータ活用の理解について、グループワークを中心とした実践的研修会を開催することで、市町村がPDCAサイクルに沿った取組を推進できることが期待できる。
2 市町村のヒアリング調査により実態を把握して好事例の横展開を図ることは、市町村にとって地域の他職種連携や関係団体との体制構築の促進につながることが期待できる。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
4,524
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
3,016
	うち過年度残額
(千円)
3,016

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
1,508
	うち過年度残額
(千円)
1,508

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
4,524
	うち過年度残額
(千円)
4,524

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
541
	うち過年度残額
(千円)
541

	
	
	民
	
(千円)
2,475
	うち過年度残額
(千円)
2,475

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
2,475
	うち過年度残額
(千円)
2,475

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）権利擁護人材育成事業
イ　認知症高齢者等権利擁護人材育成事業

	事業名
	【No.27（介護分）】
権利擁護人材育成事業
（市民後見人の養成等）
	【総事業費
（計画期間の総額）】
25,120千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府内の24市町
・大阪市（大阪市社会福祉協議会へ委託）
・堺市（堺市社会福祉協議会へ委託）
・岸和田市、豊中市、池田市、高槻市、貝塚市、八尾市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、東大阪市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、田尻町、岬町、枚方市、茨木市、熊取町、門真市、和泉市（大阪府社会福祉協議会へ委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	認知症高齢者等、判断能力が十分でない方が地域において安心して生活できる体制の構築を図る（府域における権利擁護のセーフティネット構築）

	
	アウトカム指標：市民後見人の養成及び継続的に後見活動をサポートする専門的支援の体制整備・実施
・市民後見人の受任者数（累計）（R5年度末:508人⇒R6年度末:539人）
・市民後見人養成等に参画する市町村数（R5年度：23市町⇒R6年度：全市町村）

	事業の内容
	・市民後見人養成のための講習等を実施する。
　⇒R6年6月にオリエンテーション、9月～11月に基礎講習（4日間）、11月～2月に実務講習（5日間）・施設実習（2日間）を行う。
・バンク登録者の支援等を行う。
　⇒バンク登録者の受任調整（8～12回）、活動支援（バンク登録者研修（5回）専門相談（60回程度））を、1年を通して行う。

	アウトプット指標
	市民後見人バンク登録者数
R5年度末1,299人⇒R6年度末:1,410人

	アウトカムとアウトプットの関連
	市民後見人養成のための研修、及び専門的支援の体制整備・実施により、居住地に関わらず市民後見人のサービスを受けられる体制を整備し、府域における権利擁護のセーフティネット構築を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
25,120
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
16,747
	うち過年度残額
(千円)
16,747


	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
8,373
	うち過年度残額
(千円)
8,373

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
25,120
	うち過年度残額
(千円)
25,120

	
	
	その他（Ｃ）
	
(千円)

	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注１）
	公
	
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	
	
	民
	
(千円)
16,747
	うち過年度残額
(千円)
16,747

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
16,747
	うち過年度残額
(千円)
16,747

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）権利擁護人材育成事業
イ　認知症高齢者等権利擁護人材育成事業

	事業名
	【No.28（介護分）】
地域権利擁護総合推進事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
36,490千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会に委託）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	認知症高齢者等、判断能力が十分でない方が地域において安心して生活できる体制の構築を図る（府域における権利擁護のセーフティネット構築）

	
	アウトカム指標：権利擁護を担う人材の資質向上（研修終了後のアンケートにより判断）

	事業の内容
	・困難事例のサポート（電話相談）を行う。
⇒地域の機関からの困難事例等に関する相談に対し、助言・情報提供を行うなど、解決に向けた支援を通じて地域の機関の事例対応力の向上を図る。
・ケース検討の実施（専門相談）を行う。
⇒困難事例のうち特に専門的な見地から助言が必要な者について、専門相談員（弁護士・社会福祉士）とともに対策の検討を行う。
・本事業広報のためホームページへの掲載、地域機関等への周知等を行うほか、権利擁護に携わる市町村職員等との連携を通じて円滑な活動を推進するため、本事業の趣旨を周知するとともに、権利擁護の実務に係る情報提供等を行う会議及び研修会を実施する（9回程度）。
・専門相談員の参画の下、よくある相談内容等に係る具体的対応策・解決方法の情報共有を図るとともに、グループワーク等を通じてスキルアップをめざす「事例検討会」を実施する（1回程度）。
・成年後見制度の利用促進に係る受け皿確保の観点から、地域における公益的な取組みとしての法人後見専門職員養成研修（１回程度）、受任調整会議等（随時）を企画実施する。ご本人にふさわしい後見人候補者を選定するため、市民後見人の養成と一体的に実施する。

	アウトプット指標
	・困難事例のサポート（電話相談）500件
・ケース検討の実施（専門相談）48件
・権利擁護担当者会議（研修）参加者数（合計）⇒530名程度
・事例検討会参加者数（合計）⇒　100名程度
・法人後見専門職員養成研修修了者　⇒　10法人程度

	アウトカムとアウトプットの関連
	地域の機関が抱える困難事例等への解決に向けた支援を通じて、権利擁護に係る施策、制度の有機的な連携・活用を図ると共に、市町村、地域包括支援センターなど、地域での権利擁護を担う人材の資質向上を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
36,490
	      

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
24,326
	うち過年度残額
(千円)
24,326

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
12,164
	うち過年度残額
(千円)
12,164


	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
36,490
	うち過年度残額
(千円)
36,490

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)

	

	
	基金充当額
（国費）
における
公民の別
（注１）
	公
	
(千円)
869
	うち過年度残額
(千円)
869

	
	
	民
	
(千円)
23,457
	うち過年度残額
(千円)
23,457

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
23,457
	うち過年度残額
(千円)
23,457

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）介護施設等における防災リーダー養成等支援事業

	事業名
	【No.29（介護分）】
介護施設等における防災リーダー養成等
支援事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
9,788千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（㈱ツクイスタッフへ委託）

	事業の期間
	令和6年5月22日～令和7年2月28日

	背景にある医療・介護ニーズ
	高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。

	
	アウトカム指標：介護サービス従事者の離職率の低減

	事業の内容
	・介護施設等の防災リーダーを対象としたBCP実践研修
・BCP研修や訓練に関するアドバイザーによる個別相談

	アウトプット指標
	・府全域を対象とする防災リーダー研修を14回実施
・BCP研修や訓練に関するアドバイザーによる個別相談を実施

	アウトカムとアウトプットの関連
	・介護職員が防災力向上に関する実践研修を受講することで、自然災害や感染症が発生した場合の業務継続計画の見直しや、当該計画に従い訓練等を実施することで、介護サービス事業への理解度を深めるとともに介護サービス従事者の定着を図る。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
9,788
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
6,525
	うち過年度残額
(千円)
6,525

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
3,263
	うち過年度残額
(千円)
3,263

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
9,788
	うち過年度残額
(千円)
9,788

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
85
	うち過年度残額
(千円)
85

	
	
	民
	
(千円)
6,440
	うち過年度残額
(千円)
6,440

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
6,440
	うち過年度残額
(千円)
6,440

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）外国人介護人材研修支援事業

	事業名
	【No.30（介護分）】
外国人介護人材研修支援事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
3,000千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府（（公社）大阪介護福祉士会へ補助）

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	外国人介護人材は言語や生活習慣等の違いから就労・定着に苦慮している。一方、受入れる介護施設も外国人介護人材の就労に対する不安や課題を抱えている。外国人介護人材を定着させていくためには外国人介護人材・介護施設双方の不安や課題の解消が必要である。

	
	アウトカム指標：外国人介護人材・介護施設双方が互いの理解を深め、外国人介護人材の円滑な就労・定着しやすい環境を整える。

	事業の内容
	介護施設等で働く外国人介護職員（技能実習生及び１号特定技能外国人等）や、外国人介護職員を雇用する介護施設等の職員を対象に、外国人介護人材の円滑な就労・定着に向けた受入環境整備のための集合研修を行う。

	アウトプット指標
	外国人介護人材の雇用に関する研修の実施（4回程度）

	アウトカムとアウトプットの関連
	外国人介護人材・介護施設側の双方が互いの理解を進めることで、外国人介護人材の円滑な就労・定着を目指す。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
3,000
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
2,000
	うち過年度残額
(千円)
2,000


	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
1,000
	うち過年度残額
(千円)
1,000


	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
3,000
	うち過年度残額
(千円)
3,000

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)

	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	民
	
(千円)
2,000
	うち過年度残額
(千円)
2,000

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
2,000
	うち過年度残額
(千円)
2,000

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。



	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）資質の向上
（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成
（小項目）外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業

	事業名
	【No.31（介護分）】
外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
31,975千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	外国人介護人材の資質向上

	
	アウトカム指標：受入れ施設における学習支援の促進

	事業の内容
	経済連携協定（EPA）又は交換公文に基づき入国し、介護施設等で就労しながら介護福祉士国家資格の取得を目指す者が介護福祉士国家試験に合格できるよう、受入施設における日本語及び介護分野の専門知識に係る学習の支援に対する経費を助成する

	アウトプット指標
	受入れ施設に対する学習支援に対する経費を助成。

	アウトカムとアウトプットの関連
	経済連携協定（EPA）に基づき入国する外国人介護福祉士候補者
が円滑に就労・研修できるよう、候補者を受入れた個々の施設が
行う日本語学習等の支援を行い外国人介護人材の資質向上に繋
げる。


	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
31,975
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
21,317
	うち過年度残額
(千円)
21,317

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
10,658
	うち過年度残額
(千円)
10,658

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
31,975
	うち過年度残額
(千円)
31,975

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)
	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
21,317
	うち過年度残額
(千円)
21,317

	
	
	民
	
(千円)
	うち過年度残額
(千円)

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
	うち過年度残額
(千円)


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）労働環境・処遇の改善
（中項目）勤務環境改善支援
（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業
　　　　　ハ　介護生産性向上推進総合事業

	事業名
	【No.32（介護分）】
介護生産性向上推進総合事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
28,932千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府
（大阪府介護生産性向上総合相談センター共同企業体へ委託）

	事業の期間
	令和6年5月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護現場の生産性を向上させ、介護人材の確保と離職の防止を進める

	
	アウトカム指標：介護現場の生産性向上と、介護人材の確保と離職の防止（大阪府の介護職の離職率　14.4％ R5年度）

	事業の内容
	◇介護現場革新会議の開催
◇介護生産性向上総合相談センターの設置
　・生産性向上の取組みに関する研修会
・介護事業所等が、それぞれの課題に沿ったテクノロジー導入や、業務改善ができる伴走支援型研修を実施し、モデル事業所を育成
・介護事業所等からの生産性向上・人材確保の取組み等に関する相談対応
・介護ロボット等の機器展示
・介護ロボット等の試用貸出

	アウトプット指標
	・生産性向上の取組に関する研修会：参加事業所数　235事業所
・介護事業所等が、それぞれの課題に沿ったテクノロジー導入や、業務改善ができる伴走支援型研修を実施し、モデル事業所を育成：20事業所
・介護事業所等からの生産性向上・人材確保の取組み等に関する相談対応：相談件数　96件
・介護ロボット等の機器展示：来場者数　7,427名
・介護ロボット等の試用貸出：貸出件数　32件

	アウトカムとアウトプットの関連
	介護現場の革新、生産性向上に資する様々な支援・施策を横断的・総合的に一括で取り扱い、介護事業所等からの介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入及び、人材確保に関する相談に関し、地域の福祉関係者など多様な関係者や、既存の各種事業とも連携しながら、ワンストップ型の支援を行う「大阪府介護生産性向上総合相談センター」を設置し、介護事業所等が行う生産性向上等の取組みを促進することで、介護人材の確保と離職の防止を進める。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	
(千円)
28,932
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
19,288
	うち過年度残額
(千円)
19,288

	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
9,644
	うち過年度残額
(千円)
9,644

	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
28,932
	うち過年度残額
(千円)
28,932

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)

	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
248
	うち過年度残額
(千円)
248

	
	
	民
	
(千円)
19,040
	うち過年度残額
(千円)
19,040

	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)
19,040
	うち過年度残額
(千円)
19,040

	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


	事業の区分
	５．介護従事者の確保に関する事業

	
	（大項目）労働環境・処遇の改善
（中項目）外国人介護人材受入環境整備
（小項目）外国人介護人材受入施設等環境整備事業

	事業名
	【No.33（介護分）】
 外国人介護人材受入施設等環境整備事業
	【総事業費
（計画期間の総額）】
6,000千円

	事業の対象となる医療介護総合確保区域
	大阪府全域

	事業の実施主体
	大阪府

	事業の期間
	令和6年4月1日～令和7年3月31日

	背景にある医療・介護ニーズ
	技能実習生及び特定技能、留学生、インターンシップの外国人については、日本語能力の不足及びそれに起因するコミュニケーション能力の欠如が課題とされているため、受入環境の整備を進めていくことが必要。

	
	アウトカム指標：介護業務に従事する外国人介護人材の円滑な就労・定着。

	事業の内容
	施設等における外国人介護人材の円滑な就労・定着に必要な取組みを支援する。

	アウトプット指標
	　　外国人介護人材受入れ施設等において、外国人介護人材へのコミュニケーション支援、介護福祉士の資格取得をめざす学習支援、メンタルヘルス等の生活支援等により、外国人介護人材の受入環境整備を推進する。

	アウトカムとアウトプットの関連
	外国人介護人材の就労・定着により、介護業務に従事する外国人介護人材の確保につなげる。

	事業に要する費用の額
	金額
	総事業費
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	(千円)
6,000
	

	
	
	基金
	国（Ａ）
	
(千円)
4,000
	うち過年度残額
(千円)
4,000


	
	
	
	都道府県
（Ｂ）
	
(千円)
2,000
	うち過年度残額
(千円)
2,000


	
	
	
	計（Ａ＋Ｂ）
	
(千円)
6,000
	うち過年度残額
(千円)
6,000

	
	
	その他（Ｃ）
	(千円)

	

	
	基金充当額（国費）における公民の別（注１）
	公
	
(千円)
4,000
	うち過年度残額
(千円)
4,000

	
	
	民
	
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	
	
	
	うち受託事業等（注２）
(千円)

	うち過年度残額
(千円)


	備考
	


（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。


 (2) 事業の実施状況
	別紙1「事後評価」のとおり。
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目標開催数

目標受講人数

1 認知症対応型サービス事業者開設者研修 2 50

2 認知症対応型サービス事業者管理者研修 2 130

3 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 2 50

4 認知症指導者フォローアップ研修 - 3

5 認知症サポート医養成研修 - 63

6 認知症サポート医フォローアップ研修 2 300

7 かかりつけ医認知症対応力向上研修 1 190

8 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 1 473

9 歯科医師認知症対応力向上研修 2 176

10 薬剤師認知症対応力向上研修 1 201

11 看護職員認知症対応力向上研修 2 160

12 病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修 3 131

13 認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修 1 150

14 認知症地域支援推進員フォローアップ研修 1 100

研修名称


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Sheet1

		研修名称 ケンシュウ メイショウ				目標開催数 モクヒョウ カイサイ スウ		目標受講人数 モクヒョウ ジュコウ ニンズウ

		1		認知症対応型サービス事業者開設者研修 ニンチショウ タイオウガタ ジギョウシャ カイセツ シャ ケンシュウ		2		50

		2		認知症対応型サービス事業者管理者研修 ニンチショウ タイオウガタ ジギョウシャ カンリ シャ ケンシュウ		2		130

		3		小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 ショウキボ タキノウガタ トウ ケイカク サクセイ タントウシャ ケンシュウ		2		50

		4		認知症指導者フォローアップ研修 ニンチショウ シドウシャ ケンシュウ		-		3

		5		認知症サポート医養成研修 ニンチショウ イ ヨウセイ ケンシュウ		-		63

		6		認知症サポート医フォローアップ研修 ニンチショウ イ ケンシュウ		2		300

		7		かかりつけ医認知症対応力向上研修 イ ニンチショウ タイオウリョク コウジョウ ケンシュウ		1		190

		8		病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 ビョウイン キンム イリョウ ジュウジシャ ム ニンチショウ タイオウリョク コウジョウ ケンシュウ		1		473

		9		歯科医師認知症対応力向上研修 シカ イシ ニンチショウ タイオウリョク コウジョウ ケンシュウ		2		176

		10		薬剤師認知症対応力向上研修 ヤクザイシ ニンチショウ タイオウリョク コウジョウ ケンシュウ		1		201

		11		看護職員認知症対応力向上研修 カンゴ ショクイン ニンチショウ タイオウリョク コウジョウ ケンシュウ		2		160

		12		病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修 ビョウイン キンム イガイ カンゴシトウ ニンチショウ タイオウリョク コウジョウ ケンシュウ		3		131

		13		認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修 ニンチショウ ショキ シュウチュウ シエン イン ケンシュウ		1		150

		14		認知症地域支援推進員フォローアップ研修 ニンチショウ チイキ シエン スイシンイン ケンシュウ		1		100
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